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令和４年度第１回広島県生涯学習審議会 

及び社会教育分科会 次第 
 

日時 ： 令 和 ４ 年 ６ 月 1 0 日 （ 金 ） 

午後１時 3 0 分～午後３時 3 0 分 

場所 ：広島ＹＭＣＡ国際文化センター本館 403 会議室 

 

開 会 

 教育長あいさつ 

 会長あいさつ 

１ 議事 

  令和４年度社会教育関係団体に対する補助金の交付について 

２ 事務局説明 

  本県における生涯学習施策の現状及び今後の方向性について 

３ 講演 

  「『社会に開かれた教育課程』の実現のためのコミュニティ・スクールと地域

学校協働活動の一体的推進について」 

  講師：特定非営利活動法人まちと学校のみらい代表理事 竹原 和泉氏 

４ 実践事例発表 

  「府中町の地域学校協働活動に係る取組事例と今後の課題について」 

  発表者：府中町家庭教育支援チーム「くすのき」代表 米田 珠美氏 

５ グループ協議 

閉会 
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松田社会教育監： 皆さん，今日はありがとうございます。おそろいになりましたので，始めさせていた

だきます。 

 開会に先立ちまして，御報告いたします。本日の審議会に御出席の委員は17名であり，

広島県生涯学習審議会条例第６条第２項に規定する定足数を満たしております。 

 また，本会議は議事録作成のため，録音させていただくとともに，講演講師の方と会

場をオンラインでつないでおりますので，あらかじめ御了承ください。 

 また，御発言の際には，挙手の上，マイクを使用してください。よろしくお願いいた

します。 

 それでは，ただ今から令和４年度第１回広島県生涯学習審議会及び社会教育分科会を

開催いたします。 

 本日は大変お忙しいところ，お集まりいただきまして，誠にありがとうございます。 

 開会に当たりまして，広島県教育委員会教育長の平川から御挨拶申し上げます。 

平川教育長： 失礼いたします。広島県教育委員会教育長の平川でございます。 

 本日は暑い中，またお忙しい中，お集まりいただきありがとうございます。令和４年

度第１回広島県生涯学習審議会及び社会教育分科会の開会に当たりまして，一言御挨拶

を申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症対策といたしまして，前回の審議会はオンライン開催とさ

せていただきました。この度は，直接こうやって顔を合わせて，より活発に議論を深め

させていただきたいということで，集まっていただいての会議とさせていただきました。

始まる前からとても，活発なやり取りがあって，いいなと思っております。どうかよろ

しくお願いいたします。 

 さて，皆様方の任期中，本日が２回目の審議となります。今期は「地域学校協働活動

の推進」について重点的に御審議をいただくこととしております。前回の御審議の際に

事務局から説明させていただいたとおり，本県は，地域と学校が連携協働するための体

制の整備が，残念ながらまだ十分とは言えない状況でございます。今後は，県教育委員

会及び各市町教育委員会の関係部署の連携を強化しつつ，学校と地域の双方に地域学校

協働活動の重要性，必要性を周知いたしまして，学校と地域をつなぐコーディネーター

役を養成していくなどして，県全体で地域学校協働活動の体制を整備するとともに，そ

れが子供たちの学び，それから地域の皆様方の学びにつながるよう，質の向上を図って

参りたいと考えております。 

 本日は特定非営利活動法人まちと学校のみらい代表理事の竹原和泉先生から，地域学

校協働活動とコミュニティ・スクールの一体的な推進について御講演をいただきます。

また，府中町の家庭教育支援チーム「くすのき」代表の米田珠美委員からは，府中町に

おける地域学校協働活動に係る取組事例について御発表いただきたいと考えております。  

 これらの御講演，御発表を参考にしていただきつつ，本日の審議会におかれましては，

本県が進めようとする施策の方向性などについて，是非委員の皆様の日頃の活動内容も

踏まえた専門的な御観点から，忌憚のない御意見，御助言をいただきますよう，よろし

くお願いいたします。 

 限られた時間ではございますが，本日は充実した審議となりますよう御協力をお願い

申し上げまして，簡単ではございますけれども御挨拶とさせていただきます。本日はど

うかよろしくお願いいたします。（拍手） 

松田社会教育監： 続きまして，林会長から御挨拶をお願いします。 

林 会 長： 今日はありがとうございます。充実した会になるように，リードできるように頑張っ

ていきたいと思います。 

 二つほど話をさせてください。一つは，県の本気度を私は今日感じています。教育長

が来られて御挨拶を頂いています。これまで代読である時もあって，どうなっているの

だ，学校教育はしっかりと広島県はやっているはずだけれども，それに続く社会教育，

あるいは生涯学習という点で，子供たちの将来，未来をどういうふうに見据えていくの

か，そういう大事な会議が生涯学習審議会ではないかなと思っていたので，今日は嬉し

く思いました。その本気度が，（事前に資料が）配付されて，今日の説明の分なので読ん

でおけみたいな，冗談っぽく言いましたけれども，目を通しておいてほしいということ

で，説明が分かりやすくなるように，そのときに初めて聞くのではなくて，本気度を感

じたような次第です。それが一つ嬉しく思ったところです。 

 もう一つは，（資料２）22ページの参考のところに，子供から大人まで全ての県民が生

き生きと楽しく学び続けることができる「教育県広島」の実現というのが，目指す姿と
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いう形で書かれていることです。これに賛同するわけですけども，そのためには人間が

実感できるということが非常に大事なのかなと（思います）。生きているという実感，そ

のためには「生き生きと」という，この「生き生きと」というのは主体的であると，あ

るいは能動的であるというような，そういう姿かなと。単に生き生きと見えるだけって

いうのではなくて，どういう場合に生き生きとなっているのだろうかと。楽しくという

のはどういうときに楽しいと感じるのだろうか。それも人と人との関わり，今回実際に

対面で行うということで，私，失敗したなと思うのは，名刺がまだできてないというこ

とがあったのですが，持っている名刺を持ってくればよかったなと思っていたのですけ

れども，シャイな性格ですので自分から行けないのですね。だから，名刺を持っていな

いのを失敗したなと思ったのですが，人間，実感できる，関わりを持てるっていうこと

が非常に大事なのかな。それがやっぱり楽しいっていうことの出発点になろうかなとい

うふうに思いました。 

 それから，学び続ける，ここで切りがあるわけじゃなくて，いつもいつも学び続ける。

これはしんどくなるのですけど，そうじゃなくて，楽しくやることによって学び続ける

ことができる，仲間がいることによって学び続けることができる，そういうふうなこと

を感じています。 

 そういう面で二つ，頭の中を整理しながら今日やってきました。嬉しいこと二つです。

どうか今日は，よろしくお願いいたします。（拍手） 

松田社会教育監： ありがとうございました。 

 なお，教育長につきましては，所用によりここで退席させていただきます。 

平川教育長： 申し訳ありません。本気なのですけれど，すみません。後はもうこちらに託していき

ますので，どうか皆様よろしくお願いします。失礼いたします。ありがとうございます。  

松田社会教育監： それでは，続いて，本日御出席いただいております委員の皆様方の御紹介でございま

すが，資料２枚目の出席者等名簿に代えさせていただきたいと存じます。 

 また，田中委員におかれましては，赤利委員の後任として５月12日に御就任いただき，

本日が初めての御出席ということですので，よろしければ一言御挨拶いただけますでし

ょうか。 

田 中 委 員： 皆様，初めまして。広島県の公共図書館協会から推薦されて，こちらの審議会に出向

いて参りました，府中市立図書館で館長をしております田中と申します。 

 館長をしているほかにも，今日一緒に出席をしておりますけれども，立石委員と一緒

に，明郷学区というところでコミュニティ・スクールの運営にも関わっております。こ

れも全部生涯教育というところの視点に立てる活動ではないかなと思っておりますので，

今日は大いに学んで帰りたいなと思っております。よろしくお願いいたします。（拍手） 

松田社会教育監： ありがとうございました。 

 それでは，早速次第に沿って進めさせていただきます。この後は，条例第６条第１項

の規定に基づき，議長を林会長にお願いしたいと存じます。林会長，よろしくお願いい

たします。 

林 会 長： それでは，ただいまから議事に入らせていただきます。 

 まず，審議会及び分科会の会議の公開について取決めを行いたいと思います。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

松田社会教育監： 失礼いたします。それでは，会議の公開の取扱いについて説明をさせていただきます。 

 資料番号８を御覧ください。広島県生涯学習審議会は，広島県教育委員会が所管する

附属機関等の会議の公開に関する規則第２条により，原則公開するものとなっておりま

す。そして，同条第３項の規定により，会議の公開方法や会議を非公開とする場合の決

定については本会議において決定するものとされております。 

 本審議会では，これまでいずれも同条第２項に定める傍聴と議事録の閲覧の両方によ

り公開を行っておりますので，今回も同様の方法による公開を御提案いたします。 

 ただし，本日は傍聴希望者がありませんので，結果的には議事録の閲覧のみというこ

とになります。以上でございます。 

林 会 長： ただいまの事務局からの提案について，特段の御異論がなければこの方法により本会

議を公開することといたします。いかがでしょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

林 会 長： では，そのようにさせていただきます。 
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 それでは，次第に沿って議事を進めて参りたいと思います。 

 まず，次第１「令和４年度社会教育関係団体に対する補助金の交付について」事務局

から説明をお願いいたします。 

 

（議事）令和４年度社会教育関係団体に対する補助金の交付について  

 

打田管理係長： 生涯学習課管理係長の打田と申します。 

 それでは，資料番号１について御説明いたします。 

 １ページ目を御覧ください。社会教育法第13条の規定により社会教育関係団体に対し

補助金を交付しようとする場合には，社会教育委員の皆様の意見を聞いて行うとされて

おります。本会議は広島県社会教育委員会議も兼ねていることから，議題として提出す

るものでございます。 

 今年度の補助金につきましては，３団体が実施する研修会等に対して計250万円を，ま

た，大会派遣への補助金として１団体に100万円を交付する予定としております。 

 ページが前後しますが，資料の４ページをお開きください。令和３年度の各補助金交

付団体の成果報告から御説明いたします。時間も限られておりますので，ポイントをか

いつまんで御説明いたします。 

 まず，「(1)広島県ＰＴＡ連合会」でございます。広島県ＰＴＡ連合会は，オンライン

で広島県ＰＴＡ連合会会員研修会などを開催され，家庭・学校・地域における子供たち

を取り巻く諸問題の解決に向けて学びを深めていただいております。 

 具体的には，昨年度よりＷＥＢ配信の公開期間を延ばしたことで視聴回数も増加し，

より多くの会員に向けて学びの場を提供することができたこと，研修の講演の内容は，

今後のＰＴＡ活動にも活用できるといった意見や，日々の子供の教育に役立てたいなど

の意見が多く寄せられ，ＰＴＡ会員の意識啓発が図られたことなどの成果が得られてお

ります。 

 次に，「(2)広島県高等学校ＰＴＡ連合会」でございます。広島県高等学校ＰＴＡ連合

会は，令和３年７月から令和４年３月までの間に単位ＰＴＡ会長研修会や各地区での

様々な研修会の開催，県内先進校の視察，会報誌等の発行を行うなど，ＰＴＡ活動の活

性化や連携強化に向けて学びを深めていただいております。 

 具体的には，単位ＰＴＡ研修会での「ネット上の危険性をめぐる現状等」についての

講話や，意見交換等では高校生を取り巻く諸問題に対する理解を深めるなどの意識啓発

が図られたこと，また各地区連合会ではスマホやＳＮＳの活用法やキャリア教育など，

様々なテーマを基に研修を実施し，研鑚に励んだことなどの成果が得られております。 

 続きまして，５ページを御覧ください。「(3)広島県公民館連合会」でございます。広

島県公民館連合会は，昨年11月にオンラインで広島県公民館大会等職員研修会を，また

広島県公民館大会は，コロナ禍のため大会誌の刊行という形にはなりましたけれども，

実践事例の紹介を掲載することなどで公民館及び職員の資質向上に向けて学びを深めて

いただいております。 

 具体的には，広島県公民館大会等職員研修会においては，講演を通じて，新しい時代

における公民館等の利用に係る多くのヒントを得ることができ，参加者の意識啓発を図

られたことや，県内公民館等408館全てに大会誌を配付することで，各地域の公民館の日

頃の成果を示すことができたなどの成果が得られております。 

 それでは，次に，令和４年度の補助金について御説明いたします。資料が前後します

が，２ページを御覧ください。今御説明しました令和３年度の成果を踏まえ，本年度の

各団体の取組を精査し，教育委員会としての対応について御説明いたします。 

 一つ目の団体は，「広島県ＰＴＡ連合会」でございます。広島県ＰＴＡ連合会は，県教

育委員会が進めております学びの変革の取組の理解の上に，家庭教育や教育課題への重

要な取組を行っております。県の施策推進にも関わりが深く，県教委と連携して取組を

進めることにより，ＰＴＡ活動の活性化や学校教育や家庭の教育力向上につながると期

待できることから，今年度も引き続いて30万円を補助することとしております。 

 二つ目の団体は，「広島県高等学校ＰＴＡ連合会」でございます。広島県高等学校ＰＴ

Ａ連合会は，先ほどの広島県ＰＴＡ連合会と同様に，県教育委員会と連携した県の施策

や個別の課題を踏まえた研修の実施などの取組により，ＰＴＡ活動の活性化が図られ，

家庭教育支援や学校教育の充実が期待できることから，今年度も引き続き190万円を補助
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することとしております。 

 続いて，３ページを御覧ください。三つ目の団体は，「広島県公民館連合会」でござい

ます。広島県公民館連合会による大会や研修会の取組は，県内社会教育関係職員の資質

や専門性の向上とともに，公民館等の活動活性化への効果も期待できることから，引き

続き30万円を補助することとしております。 

 続いて，その下の２の社会教育関係団体大会派遣補助金について御説明いたします。 

 上記の継続の３団体に加えまして，今年度新規の補助金交付先として，「第64回全国社

会教育研究大会広島大会実行委員会」でございます。実行委員会が開催するこの大会は，

全国の社会教育委員及び行政職員等の関係者が一堂に会しまして，日頃の実践をシンポ

ジウムや分科会を通じて交流することで，今後の社会教育活動の充実とともに社会教育

の振興を図るものでございます。 

 本大会により全国の社会教育に関する好事例が県内にも波及し，職員の意識の向上や

機運醸成にも期待できることから，100万円を補助することとしております。 

 以上が今年度の補助金の交付を予定している事業内容であります。 

 補助金についての説明は以上でございます。 

林 会 長： ありがとうございました。 

 ただ今の事務局からの説明について御意見がありましたら御発言ください。 

 お願いします。 

取 釜 委 員： 取釜でございます。 

 説明ありがとうございます。初めてのことばかりで，知らないことばかりなのですが，

一つだけ質問をさせてもらいます。昨年度の事業報告から，本年度の補助金の説明があ

ったのですけれども，精査したっていう話がありましたが，もう少し具体的に，どの辺

りを精査して，どういうところに力を入れていくのか，お金が限られていると思うので，

先程も説明がありましたが，どういった観点で，ここにこうお金を使うという話があっ

たかを，もう少し教えていただきたいと思っています。 

打田管理係長： それぞれ県の施策とも関係が深い団体でございます。具体的には今，県教育委員会で

も「学びの変革」ということで，従来の知識を重視する教育から，例えば知識を課題解

決に向けて検討していくなど，そういう取組に力を入れております。そういった（県の

施策に関連した）取組について，広島県ＰＴＡ連合会，広島県高等学校ＰＴＡ連合会の

方でも具体的に力を入れていただいております。公民館連合会についても，地域と一緒

になって，（地域学校協働活動の取組などにも）力を入れていただいておりますので，今

回の地域学校協働活動の議論等も踏まえながら，補助金を交付していきたいと考えてお

ります。 

林 会 長： よろしいでしょうか。 

取 釜 委 員： はい。ありがとうございます。 

林 会 長： そのほかいかがですか。 

柚 木 委 員： ありがとうございます。柚木でございます。 

 どの団体もしっかり活動されていて素晴らしいし，補助金を支給することに全然異議

はないのですが，毎年同じ金額になっているのがなぜかなというのがありまして，事業

費が変われば金額が変わることもあり得るのかと。これは，その団体が申請されてきた

金額の中で審査されるという理解でよろしいでしょうか。 

林 会 長： いかがでしょうか。 

打田管理係長： 補助金につきましては，教育委員会全体の補助金要綱で定額を出すということを決め

ておりまして，毎年のこの補助金については各団体の前年度の事業実績，それから今年

度の事業計画を踏まえ，また，さらには各団体からの要望を踏まえたものを考慮して決

定しております。その点で毎年同額という形にはなっております。 

柚 木 委 員： ありがとうございます。 

 それと，一つはお願いなのですが，多分令和４年度は対面でいろんな事業が予定どお

りできると思うのですが，令和３年度は，当初（令和３年度第１回審議会時）に説明を

受けた事業費より減っている団体，事業ができていない団体がありますが，補助金額と

しては同額のままなので，その辺りも事業の実績に沿って支給の見直しができるような

ことも考えていただければと思います。 

林 会 長： 何かございますか。 

打田管理係長： そのようなことも検討していきたいと思います。ありがとうございます。 

林 会 長： よろしいでしょうか。 
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 お二人から色々と御意見いただきました。事務局においては本日の意見を十分参考に

していただき，関係団体に対する補助金交付事務を進めていただきたいと思いますので，

よろしくお願いします。 

 他に御意見等がなければ以上で議事を終了いたします。 

 では，続きまして，次第２「本県における生涯学習施策の現状と今後の方向性につい

て」事務局から説明をお願いいたします。 

 

（事務局説明）本県における生涯学習施策の現状及び今後の方向性について  

 

松田社会教育監： 失礼いたします。改めまして，県教育委員会生涯学習課社会教育監の松田でございま

す。 

 本県における生涯学習施策の現状と今後の方向性等について御説明をいたします。 

 早速ですが，資料２ページを御覧ください。 

 本日御審議いただきたい論点は次の２点，論点①「本県の生涯学習施策のアップデー

トの方向性は妥当か」，論点②「県内の地域学校協働活動を充実させるための課題や方策

は何か」でございます。 

 平成23年に本審議会からいただきました答申から10年以上が経過しており，この間の

社会情勢や国の動向等も踏まえまして，本県の生涯学習施策をアップデートすべく，そ

の方向性を整理して参りたいと考えております。 

 また，特に今期の審議会では，「地域学校協働活動の推進」をメインテーマに設定させ

ていただいているため，こちらについても重点的な御審議をお願いします。 

 続きまして，３ページを御覧ください。社会情勢の変化といたしまして，人生100年時

代と言われる中で，Society5.0の実現が求められるほか，Withコロナによるニューノー

マル時代に突入し，ここ数年で人々の生活様式も大きく変化するなど，対応すべき課題

は更に複雑多様化し，その変化のスピードもますます加速化している現状にございます。  

 社会教育を取り巻く環境に目を向けますと，全国調査ではございますが，社会教育関

係予算は平成13年度と比べて約30％減少，社会教育関係職員のうち，非正規の占める割

合が20年前の約30％から倍増し，今では60％を超えている現状にございます。さらに，

公民館職員は15年前と比較して約20％減少するなどの課題も見られます。 

 一方，こうした厳しい状況の中におきましても，限られたリソースを最大限に活用し

ながら，また，行政以外の多様な主体とも連携しながら，生涯学習，社会教育を推進し

ていく必要があり，国の答申におきましても学校と地域の連携協働や人づくり，つなが

りづくり，地域づくりによる学びと活動の好循環などの必要性が提示されているところ

であり，さらに直近の答申では，多様な主体の協働とＩＣＴの活用によるつながりづく

りが再度強調され，コーディネート人材の育成や新しいテクノロジーの活用，リカレン

ト教育の推進の必要性などが指摘されているところでございます。 

 ４ページを御覧ください。こうした動きの中で，本県におきましても令和３年度に新

たな総合計画である「安心▷ 誇り▷ 挑戦  ひろしまビジョン」が策定され，全ての施策

を貫く三つの視点の一つとして，「生涯にわたる人材育成」が掲げられるほか，続きまし

て５ページを御覧いただき，同年に作成いたしました本県の「教育に関する大綱」にお

いても，目指す姿に「一人一人が生涯にわたって主体的に学び続け，多様な人々と協働

して新たな価値を創造する人づくりの実現」を掲げ，乳幼児期から小中高の一貫した質

の高い教育に加えて，社会人になっても生涯にわたって学び続けるための環境づくりに

取り組んでいくこととしております。 

 ６ページを御覧ください。こうした社会情勢の変化や，国，県の上位計画等を踏まえ

まして，本県の生涯学習施策をアップデートするよう，大きく三つの区分に分けて主な

課題と今後の方向性を整理したものがこちらです。 

 主な課題認識として，一つ目は，成果指標，施策体系に生涯学習施策全体の成果指標

がなく，施策体系自体も10年以上見直しをされていないことがございます。今後は施策

全体を貫く成果指標を整理し，社会情勢の変化等を踏まえた施策体系を見直した上で，

各取組についてもＫＰＩや中長期戦略を改めて整理して参りたいと考えております。 

 課題の二つ目は，社会情勢の変化への対応です。コーディネート人材の養成やテクノ

ロジーの活用の不足，リカレント教育や地域と学校の連携・協働の推進に向けて，例え

ば社会教育士や地域学校協働活動推進員といった学びの活動をコーディネートできる人
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材を戦略的に育成するほか，多様な主体と連携したリカレント教育の充実，コミュニテ

ィ・スクールと地域学校協働活動の一体的な推進等を検討しています。 

 課題の三つ目は，多様な主体との連携・協働です。知事部局や市町，ＮＰＯ，企業な

どの連携・協働が不足していることに対して，まずは様々な主体の取組状況を把握し，

緩やかな連携・協働に向けた仕掛けを検討して参りたいと考えております。 

 また，生涯学習施策に関する知事部局の取組や市町の課題等の把握が不十分であるこ

とから，知事部局の関係課との対話を通した取組状況を体系的に整理するとともに，市

町別カルテの作成を通して各市町の課題やニーズを把握した上で個別最適な支援が実現

できるよう，取り組んでいきたいと考えております。 

 続きまして，７ページを御覧ください。こうした課題整理を踏まえた施策体系の見直

しイメージのたたき台は次のとおりでございます。資料左手が平成23年にいただいた答

申に沿って進めてきた施策の４本柱，これを見直し，右手側が今後の方向性として新た

に３本の柱として整理したものでございます。 

 まず，１本目の柱，「生涯学習推進体制の整備」として，多様な主体との連携・協働や

生涯学習に関する調査研究，情報提供，機運醸成などを進めるほか，２本目の柱として，

「生涯学習機会の充実」として，学校・家庭・地域の連携・協働を充実させるとともに，

リカレント教育や新しい技術を活用した学び，障害者の生涯学習など，現代的・社会的

課題にも着実に対応します。さらに，図書館や公民館など，社会教育施設の機能強化も

図って参ります。 

 続いて，３本目の柱として，「学んだ成果をしっかりと活動に生かしていく仕組みづく

り」にも取り組んで参ります。具体的には，市町の関係職員はもとより，社会教育主事

や，令和２年度から新たに制度化されました社会教育士，また地域のボランティアなど，

学びの活動をコーディネートできる人材を育成し，効果的に活用して参りたいと考えて

おります。 

 本日，審議会の委員の皆様には，一つ目の論点として，ただいま説明したアップデー

トの方向性や施策体系の見直しのたたき台などについて，グループ協議において御意見

をいただきたいと考えております。詳しくは後ほど御説明をいたします。 

 続きまして，８ページを御覧ください。二つ目の論点である地域と学校の連携・協働

について御説明をいたします。 

 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進については，生涯学習施策

に関する重要なアップデートポイントであると考えており，これらの支援策を充実して

いくことで生涯学習の振興に取り組んで参りたいと考えております。 

 一方，本県の現状といたしましては，学校を核とした地域づくりの拠点である地域学

校協働本部，また地域と共にある学校づくりを目指すコミュニティ・スクールともに全

国に比べて低い状況にあり，今年度はまずいずれも50％以上の整備率に上げていくこと

を現在目論んでおります。 

 現状認識といたしましては，コミュニティ・スクールは学校教育担当課，地域学校協

働活動は生涯学習担当課と，行政の担当部署が分かれており，両者の連携が不足してい

ること，また，学校，地域の双方が取組の必要性やメリットを十分に理解できていない

こと，さらに学校と地域をつなぐコーディネーター役が不足していることなどが上げら

れます。 

 これらの対応策といたしましては，まず県教育委員会の義務教育指導課と生涯学習課

がタッグを組んで，市町の担当部署間の連携を促進するとともに，市町の指導主事や校

長，教頭等管理職への研修を進めていくほか，研修会や説明会等を通して学校・地域の

双方に必要性やメリットを丁寧に周知するとともに，学校と地域をつなぐコーディネー

ター候補を発掘し，ニーズやレベルに応じた必要な研修を実施して参りたいと考えてお

ります。 

 ９ページを御覧ください。これは国が示しましたコミュニティ・スクールと地域学校

協働活動の一体的推進のイメージでございますが，学校運営協議会で地域住民を含む関

係者と共に考えた地域と学校の協働活動を，地域学校協働本部という緩やかなネットワ

ーク体系の中で連携・協働しながら実行していく。その際に，学校と地域をつなぐコー

ディネーターがうまく機能していくと，効果的・効率的かつ持続可能な活動につながっ

ていくのではないかと捉えております。 

 10ページを御覧ください。こちらは本県の現状として，令和３年度末現在のコミュニ

ティ・スクールと地域学校協働本部の整備状況を市町別に掲載しているものです。今後，
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丁寧な市町との対話を通して，各市町や地域の詳細な実態や課題の把握を行い，設置率

の向上や取組内容の充実に向けて，伴走型の支援を進めていきたいと考えております。 

 11ページを御覧ください。本日審議会の委員の皆様に御助言いただきたい具体的なポ

イントを列挙しております。視点はあくまで一例でございますが，様々な観点から御助

言をいただければ幸いでございます。 

 最後に，当面のスケジュールについて御説明をいたします。既に市町別のカルテ作成

や市町訪問などにも着手しているところでございますが，本日の委員の皆様との議論や

関係者との連携・調整を踏まえまして，施策や取組の改善策を更に具体化した上で，次

回９月の審議会で再度御審議いただくとともに，アップデートした取組は随時実行しな

がら，最終的には来年度の９月頃までに一定のまとめを整理してお諮りしたいと考えて

おります。 

 13ページ以降につきましては，参考として関係する資料を掲載しております。 

 説明は以上でございます。 

林 会 長： ありがとうございました。 

 続きまして，「『社会に開かれた教育課程』を実現するためのコミュニティ・スクール

と地域活動協働活動の一体的推進について」，本日は講師の方からオンラインにより御講

演を伺うとのことですので，事務局から説明をお願いいたします。 

松田社会教育監： 失礼いたします。ここで資料番号６を御覧ください。審議会の運営に当たり，広島県

生涯学習審議会条例第10条により，審議会の運営に関し必要な事項は，会長が審議会に

諮ってこれを定めることとされております。このため，本日はその規定に基づき，「『社

会に開かれた教育課程』の実現のためのコミュニティ・スクールと地域活動協働活動の

一体的推進について」，竹原和泉様を講師としてお招きし，御講演いただくことを提案い

たします。 

 竹原様は現在，特定非営利活動法人まちと学校のみらい代表理事として御活躍されて

おり，これまで横浜市東山田中学校ブロック，神奈川県立高校，特別支援学校等の学校

運営協議会委員や，国のコミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議等を歴任

され，現在は文部科学省ＣＳマイスターとしても活動をされております。是非，竹原様

の御講演をお聞きいただいて，今後の当審議会における審議を深めていただきたいと考

え，御提案させていただきます。 

林 会 長： 事務局からの提案について，特段の御異論がなければこの方法により本会議を進行さ

せていただきたいと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

林 会 長： それでは，そのようにさせていただきます。 

 竹原様，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（講演）「社会に開かれた教育課程」の実現のためのコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進について  

 

竹 原 氏： 皆様，こんにちは。竹原でございます。 

 ただ今紹介していただきました竹原でございます。私は，コミュニティ・スクールマ

イスターとして各地に伺うだけではなく，現場で幾つかの学校運営協議会を立ち上げた

り，実際に会長を務めたりしてきました。今日は地域と共にある学校，そして生涯学習

との関連ということで今日はお話をさせていただきます。 

 それでは，資料はお手元にあると思いますが，私のほうで少し加えておりますので，

画面を見ていただければありがたいです。 

 今日は「社会に開かれた教育課程」の実現のためにということで，大きなお題をいた

だいて，そのためにコミュニティ・スクールと地域が協働活動の一体的推進についてお

話をいたします。 

 今日お伝えしたいのは，すぐに「そのために何をしたらいいのですか」といった質問

が各地であがるのですけれども，そうではなくて，なぜこれをするのか，なぜ学校と地

域が連携・協働するのか，そしてどのような仕組みで進めるのか，そして，更になぜ社

会に開かれた教育課程の実現に向けてするのかっていうことを，段階を追ってお話をし

たいと思っております。 
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 「なぜ」ということがとても大事で，これからの子供たちのことをイメージしてくだ

さい。子供たちはつながりの中で育っていきます。時間軸と空間軸があるとしたら，赤

ちゃんが生まれてから，小中高，どんどん大きくなっていきます。そして，それととも

に，空間軸としては学校，家庭，地域，この地域もどんどん広がっていきます。グロー

バーな社会や，今はもう宇宙という言葉もよく聞かれています。そして，子供の成長は

この縦軸と横軸がうまくつながったときにするとしたら，これをつなげるのは誰だろう

か，といったら私たち大人です。社会全体の大人です。先生だけでもなし，教育委員会

だけでもなし，保護者だけでもなし，ということですね。商店街の方から，それから企

業の方，それから様々な施設の方，見守り活動をしてくださっている方々，様々な人が

関わっている。そして，それがうまくつながったとき，健やかな成長をするのですが，

そのために小中一貫教育ですとか高大接続という言葉があり，空間軸をつなぐためにあ

るのが，地域学校協働活動とコミュニティ・スクールだというふうに考えております。 

 じゃあ，こういう社会総がかりで子供に関わることは新しい概念かといったらそうで

はなくて，どの町にも「おらがまちの学校」という気持ちはあると思います。全国各地

で違う言葉で「おらほの学校」とか「ﾊﾞｯﾀｰ学校」とかいう言葉があるということは，そ

ういう文化が既にあるということだと思います。 

 じゃあ，この二つの「コミュニティ・スクール」と「地域学校協働活動」とどう違う

のかといったら，文化を仕組みにして持続可能にするということが一つです。それから，

もう一つ新しい視点，今の学校はのどかな世界ではないです。私はずっと僻地教育もし

ていましたので，のどかな分校の光景も覚えていますけれども，今はそんな時代ではな

いかもしれません。個別最適な教育であったり，社会に開かれた教育課程が新しく始ま

ったり，そしてコロナとともに，同時にＧＩＧＡスクールが押し寄せてきたりしたのが

学校現場だと思います。そして，何よりも今は学校の教職員だけではなく，チーム学校

として社会総がかりでみんなで育てなければいけない時代になってきたというのが，こ

の社会総がかりで子供に関わるというときのポイントだと思っています。 

 世の中は大きく変化していて，情報伝達の仕組みとしていろいろありますが，1960年

頃は伝書鳩が活躍したと言われています。これは，甲子園球場でどっちが勝ったかとい

うのは，球場のスタンドには電話はなかったので伝書鳩を飛ばした。もちろんオフィス

や家庭にはこれ（電話）がありました。80年代にはこれ（携帯電話）が出てきました。

2000年ではみんな使っていました，スマホじゃなくてガラケーを。現在， 2020年になり

ましたらほとんどの方がスマホを使っています。では，あと20年たったら人々はどんな

器具とか仕組みを使っているでしょう，というのを，私は時々皆さんにワークショップ

していただくのですけど，今日はそういう時間がないので考えていただければいいと思

いますが，ここで申し上げたいのは，2040年の仕組みや機械を誰も見たことがないし，

答えを知りません。確かなことは，これをつくるのは子供たちであるということです。

今目の前にいる子供たちです。では，そのために子供たちはどういう学びをしたらいい

のか，教科書を隅から隅まで覚えればいいのかといったら，それだけではもう駄目なの

ですね。あらゆることを駆使して教科書で習ったことが，習ったことを全て駆使して，

それから学校で習ったことだけではなく，学校で体験した協働の学習だとかディスカッ

ションだとか様々なことや体験を全部総動員して，何回も失敗をして，何十回，何千回

と失敗をしてこれをつくっていくわけですね。そのために，どういう子供の資質能力が

求められているのかっていうことを一つ投げかけたいと思います。 

 それから，見たことがあるかもしれませんが，これは国際調査で18歳の意識調査です。

日本はどこだと思いますか，というのが問いなのですが，今日はすぐにお知らせすると，

これは，日本は一番上です。自分で国や社会を変えられると思うとか，将来の夢は持っ

ているとか，様々なことが書いてあります。こんなに差があるということで本当にショ

ックを受けましたけれども，学力は世界トップレベルなのになぜこうだろうか。つまり，

学んだことが社会とつながっていない，自分の人生とつながっていないということが大

きな今課題である，とも言われています。このようなことから，今度必要になる教育と

地域の役割として，「学び続ける力を身につけること」と，一言で言った方がいます。無

藤先生がそうおっしゃいました。正にそうだと思うんですね。何を知っているかではな

くて，この社会の変化に応じて，何をどのように学んでいくか，主体的に考え未来をつ

くっていく力が必要だ，ということです。そして，そのために地域ができること，地域

だからこそできることがあります。小学校の頃から，様々な体験や，様々な人との出会

いができるようにする。そして，安心して失敗して，そこから学ぶことができる。地域
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の方はとても親切だし頑張るので，失敗させたくないとよくおっしゃる方がいますが，

そうではなくて，用意し過ぎず，先回りせず，本物と出会えるように，リアルな社会と

いうのは，時々は失敗もありますし，いろんな挫折もあります。そういうことを理解し

ながら，体験しながら大きくなることが必要で，成功体験だけだと打たれ弱い，すぐに

へこんでしまうということもあると思います。そして，何よりも地域の学びはリアルで

す。本物と出会います。そうすると，子供がもっと勉強したいとか，うちに帰って調べ

てみようとか，目を輝かせてその体験をやれるようになります。その子供の本気をどう

高められるかが地域の力だと思っています。 

 社会に開かれた教育課程のところの小学校総則編に，よりよい学校教育を通じてより

よい社会を創る，そのための学びの地図としての社会に開かれた教育課程ということが，

明確に書いてあります。私は総則評価部会の委員として長い間関わらせていただいて，

本当にそれは確かだと思っています。では，どのような仕組みで進めるかというときに，

今日の中心課題でありますコミュニティ・スクールと地域学校協働活動で実現するのだ

ということです。 

 今まで何となく，学校と地域が連携・協働しています，既にうまくいっています，と

いうのは，全国の校長先生の９割が語るそうです。でも，その中身なんですね，これか

らは。そして，学校運営協議会制度があるのをコミュニティ・スクールと言いますけれ

ども，これは協議機関です。学校の運営方針やどんな子供を育てたいかとか，どんな課

題があるかとか，この地域のどういうところを伸ばしたいかとか，そういう話をするの

が学校運営協議会のＰ（Plan）に当たります。そして，それに基づいてアクションを起

こさなきゃいけないのだけれど，それを全て学校がやるわけでも全て地域がやるわけで

もなく，誰がやるのかということを明確にした上で，地域がやることが地域学校協働活

動で，学校がやることが学校改善であったり，カリキュラムだったり，生徒を指導する

ことであったりということで，これが二つあるほうが，バランスがいいと言われていま

す。なぜかというと，うまくいっているところもありますけれども，地域学校協働活動

だけやっているところは，よかれと思って地域の人が頑張るのだけれども，学校運営方

針とかカリキュラムにはフィットしてない，ということも中にはあります。逆に学校運

営協議会だけで議論をしたり，こうしようああしようと言ったりしても，じゃあ誰がや

るのっていったときに，担い手がいなくて全部学校の負担になってしまう，という地域

もあります。ですから，これはＰ（Plan）とＤ（Do），役割が違う。今，学校運営協議会

の部会組織でやっているところも，地域学校協働活動的なことをやっていらっしゃるは

ずなんですね。だから，そういう意味で，役割が違ってＰＤＣＡを回していくというこ

とです。 

 そして，学校関係者評価をするというのが地域の学校運営協議会の役目です。学校運

営協議会は，最大の応援団であり合議体であります。そして，時には辛口の友人でもあ

るということで，こういう概念というのは，明治以降の日本の教育の中で新しい学びで

す。先生方でも学んできていません。今の現役の大学生でもやっと学んでいるというよ

うな状態だと思います。 

 そういうことを考えますと，さらに，学校運営協議会がスタートするときのポイント，

これは，とても委員の選定が大事です。そして，様々な方が入っていることが大事だと

思っています。今までの会議とは違います。セレモニーではありません。ちゃんとディ

スカッションができる，熟議ができる人ということですね。 

 それから，教職員，保護者，地域の理解を深めていかなければいけない。学校も地域

も学び合いながら進めていかなければいけないということです。 

 あとは，カリキュラムとの関連を意識するっていうことがポイントだと思っています。  

 そして，地域学校協働活動をするときには，あれもこれもする必要はないし，隣の学

校がやっているから，また，先進事例でこんなものがあるからやってみようと飛びつく

前に，それはその学校は本当に求めているものなのか（を考える）。それから地域が必要

としている子供像とか地域活性化の活動とか，様々なテーマでつながればいい。一つで

も二つでもテーマでつながっていけばいいだろうと思っています。 

 そして，そこで大事なのがつなげるためのコーディネーターです。人と情報をつなぐ

のがコーディネーターです。そして，地域学校協働活動推進員は，学校運営協議会の委

員にもなりますし，その審議に基づいて動くということですね。 

 コーディネーターの研修，これから多分広島県も始められると思いますけれども，養

成・研修がとても大事です。一旦研修してしまっても，なったからいいというわけでも
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なく，常にアップデートをする，学び続ける大人でいなければいけないということです。  

 そして，イコールパートナー，協働ということですね。協働とは，異なった立場の人

が同じ目的のために対等な立場で活動することと言われています。 

 コミュニティ・スクールの成果はもう皆さん御存じの方もいらっしゃるし，もう既に

実績がたくさんおありだと思いますが，様々な人が当事者となるということで学校が変

わります。そして，学校は常に丸かバツかではない，難しい判断をしたり，これが何の

ためにやっているか分からないというようなこともしたりしているかもしれません。そ

のとき，スクラップをするときにそれでいいんじゃない，検討した結果，今までのもの

は役目を果たしたからやらなくていいんじゃない，とはっきり言えるのも，学校運営協

議会の皆さんの力です。校長先生一人ではできないと思います。 

 それから教育内容，社会に開かれた教育課程が実現する。そして，いざというときに

頼りになる地域のネットワークがあるということですね。そして，コミュニティ・スク

ールは看板を掛けたからといってうまくいくわけもなく，じわじわ体質改善をする漢方

薬だと思っています。 

 もう一つ最近私はキーワードを増やしました。ぬか床っていうことですね。毎日かき

回すぬか味噌は，できたからといってそのままにしておいたら，かびが生えてきますね。

コミュニティ・スクールも，うちはコミュニティ・スクール100％ですと言ったところで，

常に活性化していかなければいけないぬか床のようなものではないかなと思っています。  

 そして，多彩な活動は，社会に開かれた教育課程という視点を物差しにして，みんな

で考えていこうということです。協働の特色を生かして，そして地域の特色がいっぱい

あります。本当にどの町にも宝がいっぱいあります。これは東山田中学校，港北ニュー

タウンの新しい地域でさえもこれぐらいあります。もっと古い伝統のあるところ，自然

豊かなところ，様々な人材や組織があるところには，もっとあるかもしれません。広島

の府中市などに伺ったときには，本当にそういうことを実感いたしました。 

 こういう町の宝を，たくさんあるのですけれども，これを眺めているだけでは深まっ

てはいきません。これは子供の学びにどうつながっているか，同じものを今度はカリキ

ュラム表に落としたのが，次の図です。これは１年生から中学校３年生まで，各教科で，

小学校３校・中学校１校でどんな地域の方からの学びを得ているかというのを，ただ可

視化しただけです。理想の図でも何でもないです。ただ，可視化しただけなんですね。

そうしますと，すかすかのところと，ぎっしりやり過ぎているところと，それから，も

しかしたら５年生でやったことをもう一回，中学１年生でやっているとか，様々なこと

に気づきがあります。これを見ながら，じゃあ今からどうしたらいいのだろうか，子供

たちは何を学んでどういうものに出会ったらいいのか，ということを議論する第一歩に

なると言われていて，今，文部科学省では，このリストを社会に開かれた教育課程の資

料として使わせてくれということで，データを渡してあります。 

 私たちはたくさんの活動を今までもしてきました。土台がたくさんありますけど，そ

れを一回，カリキュラムと関連づけて考える，というのが次の段階ではないかなと思っ

ています。この縦軸は教科ではなく，例えばこういう資質・能力としてもいいでしょう

し，それぞれの学校で工夫されたらいいかなとも思っています。これは他の地域で，「た

からＭＡＰ」とカリキュラムを作ったものがどんどん作られていて，可視化してＡ３の

ものもありますし，模造紙でやるところもあります。参考までですね。 

 社会に開かれた教育課程のことは，令和元年10月にこのようなメッセージが文部科学

省から出されました。社会に開かれた教育課程の実現に向けて，コミュニティ・スクー

ルと地域学校協働活動の一体的な推進による，地域と学校の連携・協働体制の構築を推

進しています。明確に書いてあります。今までのコミュニティ・スクールは，そういう

ふうには書いてなかったんですね。この社会に開かれた教育課程を実現するためだとい

うことが明確に書かれています。 

 現在，この数年間，コロナ禍で本当に様々な困難に学校も地域も直面しました。誰も

取り残さない，ノー・ワン・ビハインドと言いながら，かなりの子供が取り残された期

間ではないかと言われています。例えばポケットWi-Fiを持っていない子供や，家にイン

ターネット環境がない子供がいるから，iPadを持って帰らせないようにしようって決め

た学校があります。でも，それが全体に何人しかいないのだから，ポケットWi-Fiを借り

てからみんなで家で勉強できるようにしようと決めた学校もあります。ポケットWi-Fiを

買いましょうというのは，教育委員会や様々なところから指令が来るわけではなく，学

校協議会でそれを即決しなきゃいけないことなんですね。それはみんなで決めて，みん
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なで責任を持つということで，校長先生一人だとかなり決断しにくいことが，地域と共

にやれるということで，そういう学校運営，ガバナンスにも影響するということです。

コロナ禍で気がついたときに，コロナだから書面開催で学校運営協議会はしませんとい

うんじゃなくて，今だからこそみんなで知恵を出そう，というのがこれからだと思って

います。 

 これからのコミュニティ・スクールは，第２ステージと言われています。平成17年か

ら私も学校運営協議会（委員）をやっています。17年から国の審議会にもあらゆるもの

に入ってきました，学校と地域の。でも，今こそ第２ステージと言われています。在り

方検討会でも言われています。学校運営について熟議し，共に責任を持ちそれぞれの立

場で動く，そして社会に開かれた教育課程実現のために地域学校協働活動につなげる。

この二つがポイントで言われています。 

 最後に，これは私たちの横浜のニュータウンのあるところに，どぶ川があって，布団

とか冷蔵庫が捨てられたところなんですけれども，これを学校運営協議会，地域の人が

子供の通学路で見せたくないと思ったんですね。そのときに，じゃあどうするって言っ

たときに，区役所に電話をしてトラックを出してもらって，ごみを持っていってもらう

のはできます。でも，そのままにしておいたらそのままになってしまいます。多分元の

木阿弥になるはずなんですね。そこで，学校運営協議会で，皆さんで協議し，子供の意

見を聞き，そして桜の季節にチューリップが咲くように，という国土交通大臣賞までも

らった，こんなに素晴らしい景色ができました。５年生がこの球根を地域の方と共に植

えます。そして，６年になった春に写生をして卒業をしていきます。学校運営協議会で

はいつ植えるのか，誰が植えるのか，誰がお金を出すのか，様々なことを考えました。

校長先生だけではできなかったことを，地域と共に考えました。そして，子供たちはこ

の写生をして卒業していきます。地域に深く関わった子供は，地域を愛するようになる。

戻ってくる確率が高いっていうのが東大の牧野先生の論文からもあり，私も教えていた

だきました。 

 様々な結果として学校運営協議会があり，地域協働活動があるということが子供の未

来をつくるし，町の未来をつくるということですね。このようなことが各地で行われて

いますし，広島は先進地域でもあるかもしれません。既にいろいろなことが行われてい

ると思いますので，是非仕組みとして動かしていただければと思っております。ありが

とうございました。（拍手） 

林 会 長： 竹原様，ありがとうございました。 

 ただいまの講演をお聞きになり，御質問したい事項等がございましたら挙手をお願い

いたします。 

 すぐにはなかなか手が挙がらないですね。竹原様にはこのままオンライン上でグルー

プ協議まで御参加いただけると聞いております。引き続きよろしくお願いいたします。

その中でまた，竹原様にこういうことを聞いてみたいということがありましたら，お願

いできたらと思います。 

 では，続きまして，「府中町における地域学校協働活動の取組事例と今後の課題につい

て」，本日は米田委員に実践事例の御発表をお願いいたします。 

 

（実践事例発表）府中町の地域学校協働活動に係る取組事例と今後の課題について  

 

米 田 氏： では，すみません，座って失礼いたします。コミュニティ・スクールの学習サポータ

ーと家庭教育支援チームの代表として，社会教育委員などをしております米田と申しま

す。町内会の役員などもさせていただいております。 

 今日は「府中町の地域学校協働活動に係る取組事例と今後の課題」ということで発表

させていただきたいと思います。府中南小学校のコミュニティ・スクールがどんな活動

をしているのか，また，地域の方に参加していただくための工夫ですとか，活動を継続

するための工夫などや課題を紹介していきたいと思っています。 

 皆さん御存じとは思うのですが，府中市様ではなく府中町になります。広島市に囲ま

れた面積10.41キロ平方メートルに５万2,980人が住むという人口密度が非常に高く，若

い人の人口が比較的多い地域ということです。町内には，大手の自動車メーカーや大規

模ショッピングモールがありまして，広島駅まで車で15分という利便性もよく，近年は

マンションが増え，若い子育て世代の転入も増えております。 
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 府中町の主な教育施設としましては，小学校が５校，中学校が２校ございます。令和

４年５月１日，現在の児童数は3,128人，生徒数は1,177人です。府中南小学校の児童数

は749人，26学級となっております。 

 それでは，南小学校のコミュニティ・スクールについて御紹介します。 

 府中町内で初めてコミュニティ・スクールを導入するに当たりまして，平成24年度，

平成25年度の２年間を準備期間として調査研究を行い，平成26年度から府中南小学校は

コミュニティ・スクールとしての活動を開始し，今年で９年目となります。平成30年度

には府中町内全ての小・中学校がコミュニティ・スクールとなりました。 

 行政の支援・取組といたしましては，学校教育課と社会教育課が目的を共有し，ネッ

トワークを形成することを目指しております。 

 推進の組織図です。読み聞かせなど，既にあった活動団体ですとかＰＴＡ，児童会，

地域のボランティア団体ですね。登下校の見守り隊などにも入っていただいております。 

 南小学校では，保護者みんなが南っこサポーターというふうに考えておりまして，入

学説明会でもコミュニティ・スクール活動についての説明の時間をいただいています。

学習支援のサポーター，家庭教育サポーターなど，サポート内容によっては登録をして

おります。 

 府中南小学校のコミュニティ・スクールのキーワードは，共育，共に育つと書いて共

育です。子供を共に育てるとともに，そこに関わる大人たちも共に育つことを共育とい

う言葉で表しております。 

 南っこサポーターですが，府中南小学校で活動すると，南っこサポーターと呼び，大

きく四つのグループに分けております。主な活動例としては，こちらに書いてあります

が，学習支援サポーター，学校環境サポーター，家庭教育サポーター，安心安全サポー

ターなどが上げられます。月に１回開催しております事務局会議で活動の目的，内容，

そのために必要な人材，呼びかけ方などを確認して進めております。事務局会議は校長

先生，ＰＴＡ会長，事務局２人の４名で行っております。 

 具体的な活動ですが，今まで運動部中心だったクラブ活動においては，児童のリクエ

ストに応えて公民館や地域の方に相談し，手芸，編み物，囲碁・将棋，折り紙，科学・

工作，消しゴム判こなど新しい文化系のクラブをつくることができました。サポーター

さんの中には，児童と触れ合うのを楽しみに懐かしい母校へ足を運んでくださっている

方もいます。自分の技術が役立つこと，楽しそうに活動する姿を見てやりがいや喜びを

感じていらっしゃるそうです。 

 昔植えられた植栽の手入れが追いつかず，伸び放題になっていました。サポーターや

地域の人で剪定作業を行っております。不登校支援をしております家庭教育支援チーム

との連携で，高校や大学に行けない，家から出られないといった生徒さんにも声をかけ，

御家族と一緒に参加してもらったりもしました。来られたら来てね，という緩い縛りの

中で，自分のことを知らない小学校でのボランティアに参加することで，みんなから感

謝されるという経験ができたことが，少しその子にとっての自信になったと後で保護者

から聞きました。 

 委員会についても令和３年度からサポートを始めました。例えば美化委員では園芸に

詳しいサポートさんに花壇づくりのお手伝いをしていただき，花を紹介するネームプレ

ートをプラ板で作成するサポートなども行っていただきました。 

 昨年度の地域公開日でありますパブリックデーにおいて，授業公開や児童発表である

動画上映会が行われました。上映会後の体育館に６年生，教員，保護者，サポーターが

集い，６年生の代表とコミュニティー事務局のメンバーがこれまでのサポーター活動に

ついて振り返り，今後の活動について話合いを行いました。サポーターさんに手伝って

ほしいというアイデアがたくさん出たことで，翌週からは６年生の総合の時間で今後の

委員会活動を考える時間を取り，各委員会にサポーターさんに入ってもらい，一緒にア

イデアを形にするための話合いを行いました。話合いを重ね，12月からはその各委員会

の企画を実行し，３月には評価を行い，改善についても考えました。 

 また，南小は図書館，図書室がとても遠いところにあり，普通教室からの往来がなか

なかできないということで，本校舎により多くの本を読んでもらえるような第２図書室

を，空き教室を利用してつくりました。詳しいところはそこに書いてあるのですが，こ

の図書室の図書につきましては，地域，保護者の皆さんからの寄附や中古本の購入で賄

いました。 

 第２図書室での主なサポーター活動は，図書の整理や簡単な図書の修理又は壁面の装
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飾です。昨年度よりは学級文庫を全て第２図書室の本として各教室に貸し出すというス

タイルに変更し，定期的に学級文庫を隣のクラスにスライドすることで，教室でもより

多くの本と出会えるという仕組みにしました。 

 季節に応じた壁面を飾ることで，児童も第２図書室にとても興味を持ってくれており

ます。作業中，児童が今日は何をしよるん，すごいねとよく声をかけてくれます。児童

とのやり取りが，サポーターさんたちのやる気につながっております。 

 また，令和２年６月より空いておりました第２図工室をコミュニティルームへ改修し

始めました。工務店をされている保護者の協力を得て，ＰＴＡやサポーターが力を合わ

せて改修工事を行いました。図工室だったので大きな机や糸のこなどの機械や電源など

を撤去するなど，大がかりな工事とはなりました。この部屋は，地域の方が出入りしや

すいよう，校舎を通らずグラウンドからも出入りができるようにしてあります。コロナ

禍でまだお招きすることはできておりませんが，今後どのような触れ合いの場として利

用するか，いろいろアイデアが膨らんでいます。 

 現在のコミュニティルームの活用としては，しゃべり場を毎月開催しております。し

ゃべり場とは家庭教育支援チームと連携し，親プロ講座やテーマを持った話合いをした

り，手芸をしながら子育ての話を自由にしたりするような，おしゃべりの場です。先生

にお聞きするほどではないけれど，ちょっと学校のことで分からないことがある，ほか

の保護者さんはどう思っているのか知りたいなど，気軽に聞ける情報交換の場になって

います。しゃべり場での出会いがきっかけで南っこサポーターになってくださる保護者

もいます。 

 家庭教育支援チームのファシリテーターは，サポーターや保護者にもたくさんおりま

す。コロナ前には参観日終了後に児童の預かりつきの親の力を学び合う学習プログラム

講座などを行っておりました。これも学校の先生や，子供を一人でお留守番させたくな

いといった保護者さんの意見を参考に催したものです。 

 教育の場，コミュニティルームの今後の活用としては，会議やサークル活動など多目

的に利用できるよう，保護者や地域の方に開放していく予定です。 

 府中南小学校のコミュニティ・スクールに関わっている方々の感想としましては，校

長先生は，児童も学校も地域も共に育つというところが素晴らしいと言われております。

教頭先生は，児童をいつも温かい目で見守ってくださっていることに感謝していると言

われ，担当の教員は，赴任したときにはたくさんの地域の方が学校に出入りされていて

正直びっくりしたけれども，すぐに慣れて頼もしい仲間だと思っています，と言ってお

られました。人と人とを結びつけ，みんなで育ててみんなが育っていけるというのが南

小のすばらしいところだと思っております。 

 家庭教育支援チームでは，保護者の不登校支援も行っておりますが，こうやって気軽

に学校に入ることができ，児童の様子を見たり，学校の先生たちと気軽にお話しできた

りすることがとても役に立っています。コミュニティ・スクールの導入が，地域の人々

が学校へ入る突破口になっているのではないかと感じております。 

 府中町の地域学校協働活動に係る課題ですが，学校区によって活動に差があり，内容

も学校それぞれに任され，活動が点になっている点があります。仕事を持つ保護者が増

え，平日の昼間に活動できる人材，またリーダーを任せられる存在が育っていないこと，

コミュニティ・スクール，地域学校協働活動の目的が共有されていないこと，それによ

って，子供を思う気持ちは一緒でも，方向が違ってトラブルになっているということも

あります。また，関わる地域の方々が限定されてきつつあるということなどが課題とし

てあげられます。 

 その解決のためには，町全体の仕組みづくりに向けた町教委のバックアップ，学校教

育課と社会教育課の連携，町教委が各々の活動の対応を把握し，総合化，ネットワーク

化していくこと。県の地域課題対応研修支援などを利用しての，活動目的の共有のため

の研修。サポーターに当事者意識を持ってもらうこと，社会に開かれた学校教育活動を

実践するため，子供の主体的な学びへの支援や充実。大人も子供も育ち学び合う地域づ

くりのための話合いを重ねることが必要であると考えております。 

 以上で発表を終わります。ありがとうございました。（拍手） 

林 会 長： ありがとうございました。 

 ただいまの発表をお聞きになって，御質問したい事項等ありましたら，１名ぐらい，

いかがですか。 

取 釜 委 員： いつもありがとうございます。取釜でございます。 
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 素晴らしい取組だなと思って感動しているんですけど，二つ，素晴らしいなと思って，

一つは共育というキーワードで，共に育つということを，端的にキーワードにして全員

でそこを目指してるというのと，二つ目は，６ページの推進組織図がこう，これだけ部

がしっかりしていて，サポーターがそれだけついていて，地域側のボランティアがつい

て，教職員がいて，ＰＴＡ，児童会がまとめられているのは素晴らしいなと思って聞い

ていました。 

 質問なんですけど，二つあって，時間もないですけど，今回の審議会の課題にも関係

すると思うんですけど，一つは，先ほど課題にもあった学校教育と社会教育，これをつ

ないでいこうという議論だったんですけど，ここの連携でさらっと書いていたんですが，

課題にも書いていましたが，これは，課を超えて，どういうふうにうまく進めているの

か，というのがお伺いしたいのが一つと，二つ目は，ちょっと答えにくいかもしれない

んですけど，県との連携はどういうふうにされているのかなということを，社会教育主

事が来て指導しているとか，生涯学習課，こういうことをやっぱり分担しているのか，

その辺りに何か今後，ここで議論するヒントが，その２点であるんじゃないかなと思っ

て質問させていただきます。よろしくお願いします。 

米 田 氏： 正直に申し上げますと，やはり学校の校長先生が替わられたりですとか，町教委の職

員が替わったりということによって，せっかくできていた連携が少し崩れてしまったり

とか停滞したりしてしまう，というようなことが実際はあります。ただ，家庭教育支援

チームっていうのが府中町にはありまして，150名ぐらいのファシリテーターというメン

バーがおります。それが各学校に，大体このコミュニティ・スクールの事務局等にほぼ

ほぼいるような状態になっておりまして，今，府中町の課題ではあるんですが，行政が

指導とかをしなくても現場が先に動いているというようなところもあります。なので，

そういうネットワークで，いろいろな，ああいう人知ってるよ，そういうことだったら

ああいう人に頼んでみたらどうとか，そういう情報提供というのがどんどん進んでいる

という，現場が少し先に動いているような状況かと思います。 

 よろしいですかね。大丈夫ですか。 

林 会 長： すみません，時間も押していることなので，次に行きたいのですが，次はグループ協

議ということで，14時55分からということでお願いします。 

 

             （  休  憩  ） 

 

グループ協議（概要）  

 

松田社会教育監： それでは，ここからグループに分かれて協議を行っていただきます。グループ協議の

進行につきまして，事務局から説明させていただきます。 

 ここからの審議は，先ほど御説明をいたしましたとおり，本県の生涯学習施策のアッ

プデートの方向性は妥当か。県内の地域活動協働活動を充実させるための課題や方策は

何か，この二つの論点を中心に御審議いただきたいと存じます。各グループ内には担当

係長及び社会教育主事等が１人ずつ入り，進行や記録を担当させていただきます。また，

その他事務局職員がオブザーバー参加させていただいておりますので，御了承ください。

さらに，Ｂグループにつきましては，竹原先生もオンラインにて協議に御参加をいただ

いております。 

 それでは，グループでの御審議をお願いいたします。 

 

【Ａグループ】 

 

西 田 委 員： アップデートの可能性ですよね。本町としても，実践的な取組を今行っていますので，

ある程度捉えていけるんじゃないかなということは感じております。 

 具体的に取り組み，課題解決に持っていくためのまとめをしていくような流れはもう

ある程度はできているというところです。具体的な内容はまた後で紹介させてください。 

叶松生涯学習振興係長： ありがとうございます。 

 県の生涯学習施策について，こうしたらいいんじゃないかなとか，体系的に整理する

中で，成果目標がどうだとか，その辺のところで御意見等があれば是非いただきたいと

思います。 
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西 田 委 員： ついでに流れとして言わせてください。 

       本町としては，お手元に資料をお配りしているのを見ていただければと思います。海

田版のコミュニティ・スクール等，地域学校協働活動の一体的な推進という流れを，こ

の１枚の紙でお示ししています。 

 それでは，できるだけ資料は１枚にまとめるという町の方針を図で示しておりますの

で，できる限り具体的に落とし込んだ内容でございます。まず，基本的な組織図，これ

を作ることによって運用を適切に行おうという考え方の下でやっています。 

 海田町は，２校の中学校と４校の小学校がございます。そこで，小・中連携の教育を

やっていますので，片方は海田中学校と海田南小学校と海田東小学校が一つのグループ，

こちらの西のほうは海田西中学校を中心に，海田西小学校と海田小学校が一つのグルー

プとし，これを統一的に，先ほどありましたように，６年制と３年制の小・中連携とい

う教育の課程の中に収めるというのがまずその編成の一つです。 

 それと，もう一つは，今年度から幼稚園・保育所に大型テレビ装置を導入します。Ｇ

ＩＧＡスクールがありますので，保育所とか幼稚園に，公立以外の民間も全部導入して

いただきまして，１年ギャップ，６年生ギャップいうのがありますし，その解決のため

にもやっぱり今まで学んだ授業内容を見るとか，逆に幼稚園から見れば，将来学ぶスタ

イルを見ていく。そういったところで連携を深めながら，いろんな形の教材が提供でき

るよう，未来の勉強，また過去の振り返りというような方法の教育スタイル，それにい

ろんな人が関わっていくというように今，取り組もうとしております。 

 あとは，具体的には，資料にありますあいさつ運動とかいろんなことを，基本的なベ

ーシックな活動ですので，そういうものは現実に動いています。一番肝腎なのは，将来

に向けてどういう仕組みを町に導入していくかという観点でこれを作らせていただいて

るわけです。資料に保育所のことが書いてありませんので，少し今言わせていただきま

した。 

 「子育てと教育の町」というのを町の一つのスローガンとしてます。だから，そこに

できるだけ落とし込んでいければいいなと思っています。これらに関しては広島県と連

携は取らせていただいています。これで大体，全体の流れは御理解いただけるんじゃな

いかなというふうに思います。終わります。 

叶松生涯学習振興係長： なるほど。ありがとうございました。 

 今の西田さんのお話に絡めてでもいいですけども，何か補足コメントとかあったりし

ますか。 

 濱長委員などは，普段のＮＰＯの活動の中で学校に関わることなど，何か事例などあ

りますか。 

濱 長 委 員： そうですね。学校に関わることも多いのですけれど，今，東広島市の生涯学習課さん

の社会教育関係者に対する研修を年間で担当しているので，地域センターの方々と関わ

る機会はすごくあることはあります。これを見ながら感じたのが，「学びの活動をコーデ

ィネートする人材の育成・活用」という項目が，「施策体系の見直し」のところにありま

すが，昨年度，社会教育主事講習を受けさせていただくときに，社会教育士をもっと広

げるというようなことを出されていたけど，申込みをした時点で，県の関係者中心に申

込みを応じますよ，というような受け答えだったので，もっと広げてほしいなと思いま

した。 

叶松生涯学習振興係長： そうなんですか。既に広いと思うのですが。 

濱 長 委 員： そう言われたので，他の人たちと連携するのであれば，最初の段階でもっと広げて募

集をかけたほうがいいなというのをすごく感じたので，ここを見たとき，それが一番に

私が感じたところでした。ただ，この社会教育士になったところで，活用方法がないと，

勉強しただけで全然生かされないので，では，それを取った後に何を期待されているの

かというのを具体的に何か示されたほうが，申し込む方も増えるんじゃないかなという

のを感じました。 

柚 木 委 員： 今の御意見に関連してよろしいですか。 

： 私の大学でも社会教育主事課程を持っているのですが，ここ二，三年，毎年その課程

を修了するのが１桁台，８，９人になっていて，せっかく課程を設けているのに尻すぼ

み形になっているのが現状です。やはりその課程を取ってもどう生かせるのか想像でき

ないということもあるようなので，せっかく課程を持っていて，ほとんど卒業所要単位

の中でそれが学べるのに，その将来の展望が持てていないということがあるので，ちょ

っと大学としても今のお話を聞いて，もう少しその勉強が，自分が地域に出たときにど
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うなるのかというようなことを説明していかないといけないなと思いました。また，そ

ういう子たちがいるので，その活用の方法も少し考えていけば，具体のイメージができ

たら，地域に還元できるものがあるかなと思ったりもして，これも一つ人材の育成とい

うところで，せっかく育成するベースがあるけれども，活用方法，ここは少し何か考え

られるところかなと思いました。 

取 釜 委 員： 関連していいですか。 

： 施策の方向性で，ポイントが三つあると思っていて，一つ目は，今おっしゃったみた

いな社会指導主事とか社会教育士とか，あるいはコーディネーターとか地域学校協働活

動推進員とか，つなぐ人だと思うんですけど，そのつなぐ人たちが，今，県の中でどう

いう状況かというのは把握してないんですけど，きちんと研修をしていくとか，大学と

連携するとか，政策も入っていますけど，その辺りをもっと全体を見据えて決めた方が

いいんじゃないか（と思います）。コーディネーターのところをきちんと，「広島版コー

ディネーター」を作るとか，それぐらいの勢いでやった方がいいんじゃないかなという

のが一つです。 

二つ目は，一つ目に関連して，私自身も今，島根大学で社会教育士の講師をしている

んですけど，島根がすごいなと思うのは，資格を取った後に，全員がつながっているん

ですよね。横と縦でつながっているので，それがやはりすごいなと思っていて，まさし

くプラットフォームと書いていますけど，そのつながりをきちんと作って，しかもただ

作るだけじゃなくて，そこを生かす，行き来しながら，勉強会をするとか，アップデー

トしていくというような，緩やかな連携のようなものが，県が主体になるのか，どこが

主体になるのか分からないんですけど，そういうものがないと，なかなか県全体で見た

ときに，底上げが難しいんじゃないかというのが二つ目です。 

三つ目は，やはり横断的な視点が必要なんじゃないかなと思っていて，学校教育と社

会教育が分断されている，というような話がありましたが，それは仕事として領域が完

全に分かれてるので当然ではあるのですけれど，それは本当にコミュニティ・スクール

などの概念でいうと，そこの間に落ちるものがたくさんあるので，マインドセットじゃ

ないですけど，グレーな部分をどんどんお互い拾いましょうとか，それをつなぐのがコ

ーディネーターでもあると思うんですけど，その辺りを横断的な視点で，それは学校教

育と社会教育の横断だし，市町村と県をつなぐとか，その辺りを誰がやるのか。社会教

育指導主事たちがやるのか，新しく委嘱してそういう人たちがやるのか，そういうのを

きちんと決めてからしないと，曖昧なまま終わってしまうということになりかねないの

かなと思います。以上です。 

叶松生涯学習振興係長： ありがとうございます。 

 正に，その社会教育士が色々なプレーヤーをつなぐという役割を持っているんだろう

なということで，この辺のところ，田﨑所長いかがですか，生涯学習センターに今，社

会教育主事が４人ほどいらっしゃるんですよね。 

田﨑生涯学習センター長： そうですね。生涯学習センターは，主な機能の一つとして研修を持っていますけれど

も，研修の場で御参加いただいたときに，できるだけつながりを作るというところは非

常に意識しているところです。 

 また，今回，濱長委員さんとか，それから去年受けていただいた方にもお声がけしま

したけれども，社会教育主事講習を受けて社会教育士を取ってくださった方のフォロー

アップになるような研修をやっていますけれども，ただ，まだ点と点というか，全体的

な線でつながっていないところが実情で，そこを今，取釜委員さんが言われたように，

つないでいけるような，県の役割はやはりネットワーク作りだと思っていますので，し

っかり今お話を聞いてやっていきたいなと思います。 

西 田 委 員： 今，ネットワークが非常に大切だと言われました。正に私も，同感ですね。基本的な

学校教育，社会教育，家庭教育，それと生涯教育ですね。それらを，実例を持ちながら

共通の話題の中にしっかり教材を求めていきたいというのが，町も進めている部分であ

りまして，今，正に学校のタブレットを，100％導入していますので，家に持ち帰り，家

庭教育に活用していただける一つのセクションを設けて，今回の地域全体の体制を作る。

それにはどのくらいの人が関わるかいうのは未知数なんですけれども。まだ，今年導入

する段階ですので。 

 そして，２月頃には導入した結果のまとめをしながら，来年度に向けてその課題を抽

出して，次年度にそういったところを少し広げていけば，各々の課題が出てきて，それ

に見合う方の，運営委員の皆様がどのように関わっていただけるかという段階にいける
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かなと思っています。一番言いたいのは，共に学ぶという話です。要するに，教える方

も学ばないといけないし，学ぶ方も当然学ぶわけですよね。そして，未来を構築してい

くいうような全体的な流れ，持続可能的な流れ，Withコロナの流れなど，そういったと

ころを踏まえてどう進めていけば良いかということを，教育委員会と議論しながら（進

めていきたい）。私は執行部の体制ですので，予算を配分する側ですが，それらをうまく

共有しながら，未来の子供たちを我々がつくらないといけない。そのためにはどれだけ

の投資をするかということを，しっかり議論して予算化していく，というところが大き

なテーマになっているんじゃないかなと思います。 

 私は以上です。 

叶松生涯学習振興係長： なるほど，ありがとうございます。海田町，羨ましいですね。すばらしい。 

： 家庭教育の話もありましたし，ＩＣＴの話も出てきましたし，その辺で何か御意見は

どうですか。 

濱 長 委 員： 質問なんですが，「全ての県民が」と書いてある「県民」の中に，例えば広島県内に住

んでいる外国籍の子供というのも含めて「県民」ということですよね。 

叶松生涯学習振興係長： 含めてですね。はい，はい。 

濱 長 委 員： 具体的なフォローが必要な場合があるかなと思ったので，ここに何か一言あったらい

いなと思います。やはり，学校教育の中でなかなか日本語についていけなくて，どんど

ん人権的にも取り残されているというのかなと思ったので，いろんな課題が聞かれる中

で，そういうのもあるのかなと思いながら，私も聞かせていただきました。 

叶松生涯学習振興係長： そうですね。正に，学校教育部門と，首長部局の多文化共生といった領域のところで

しっかり連携を取ってやっているんだけども，まだまだ足りないというところかもしれ

ないですね。特に東広島とかそうかもしれないですね。 

取 釜 委 員： 先ほども，家庭教育とかＩＣＴという話があったんですけど，どういうふうに進めて

いくか施策の話になりますが，やはりそこをつないでいく人たちが専門できちんと予算

配分されて，人と金がないと続かないと思うので，他県の例でもそれらはかなりお金を

かけてやっているので，そこにきちんとした予算が必要かと思います。では社会教育か

ら予算を取るのかとか，学校教育から予算を取るのか，両方からは予算を取りにくいと

か，そうではなくて，中山間地域のほうから予算を取っていきますとか，そういう話が

あると思うんですけど，その辺りはうまい具合に話をしながら進めていく必要があるか

と思います。それともう一つ，県の施策で素晴らしいなと思っているのは，昨日たまた

ま県教育委員会の高校教育指導課の研修があって，それを見学させてもらったんですけ

ど，その研修で，教育委員会の高校教育指導課が，中山間地域の担当と合同で研修をし

ているんですよ。全国でも多分初めての取組で，中山間の方は，チーム500という，地域

で活動してるそれぞれのキーマンのような人が400人ぐらい登録しているんですけど，そ

の人たちと，高校教育の方が一緒に研修しましょう，要は，学校と地域をつなぎましょ

うというときに，学校と地域をつなぎましょうって言っているのに，研修で学校の先生

しかいなかったらそれは無理なので，（高校教育指導課の声掛けで）学校の先生の研修に

地域の人たちも入って，このようなグループワークも，学校の先生だけじゃなくて半分

は地域の人たちも入っている。まさしく中山間は先にプラットフォームができているの

で，それを活用して研修ができているという事例があるので，例えば，先ほどの社会教

育主事，社会教育士とかその辺りの資格を持つ人たちがつながりながら，どこかと一緒

に何かしていくようなものがあってもいいかもしれないし，そこを推進するチームがあ

ってもいいのかなと思います。以上です。 

叶松生涯学習振興係長： ありがとうございます。 

 高校教育指導課と中山間地域振興課の合同研修の間に，もし社会教育主事がうまく入

ったら，もっとブレークしますか。 

取 釜 委 員： とてもいいですね。だから，正にそういった地域と学校のつなぎ役ですよね，しかも

そこに県庁プラス，ＮＰＯとか社団法人が入ったらいいなと思っています。今，高校生

の「マイプロジェクトアワード」という，広島県の高校生たちが地域で活動したものを

発表する大会を主催しているんですけども，高校生たちが発表して対外試合して，資

質・能力を伸ばしていきましょうという，その高校生たちの話だけではなくて，教員た

ちのコミュニティーとかつながり，プラスそれを応援する地域の人たち，先ほどのチー

ム500もですが，そういう人たちのつながりも作るというのが，このマイプロジェクトア

ワードの価値でもあるので，そういうものを，単体で，県でやりますとか，社団法人で

やりますとかではなくて，一緒にやりましょうよという，今そういう話をしているんで
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すけれど，そういうものが分け隔てなくミックスでできたらいいなと思います。 

取 釜 委 員： 県の生涯学習センターとか，ＩＣＴのチームがあるか分からないですけど，県の中に

そういうチームがあるのだったら，そこも一緒にやって，じゃあそれをつないでいきま

しょうとか。ごちゃまぜが良い。 

西 田 委 員： 少し町の会社の話をさせていただきたい。 

西 田 委 員： ＩＣＴは進んでいるわけだから，その専門分野の人たちに関わっていただければ，そ

ういった技術は簡単に解決するわけです。それがどうネットワークでつながっているか，

関わってもらうかの話，正にごちゃ混ぜが私は一番良いような気がしますね。 

叶松生涯学習振興係長： そのごちゃ混ぜプランの中に，高校生，大学生とかも入ったらいいですね。 

取 釜 委 員： いいですね。 

柚 木 委 員： そうですね。学生たちもやってもらっています。大学生たちは，どこの大学も地域活

動などかなりやっていると思うのですが，そこだけで完結しないように，ネットワーク

をつくって卒業後もマインドが続いていけば。 

柚 木 委 員： 社会人になって大学の活動から離れても，その人たちがつながり続ければ，その人た

ちが行った先々でまた何かの形になればいいかなと思います。 

取 釜 委 員： 理想ですよね。今はもうＩＣＴで場所に関係なくつながっていられるので，我々も卒

業生が一緒に社団法人に入っているんですけど，会っていなくても，オンラインでつな

がって一緒に教育シンポジウム開催したり，ファシリテーターをお願いしたり，ホーム

ページの記事を依頼したりとかするので，そういった卒業生とのつながりが生きるのが

理想ですよね。 

柚 木 委 員： 何かつながりがないと終わってしまう可能性が強いので，そこにスムーズに移行でき

るような仕掛けを作っていく。それこそ今言われた，ごちゃ混ぜのところに流れ込んで

いく。そこに大学のときから入って，そのまま（つながり続ける）。 

叶松生涯学習振興係長： そのごちゃ混ぜのハブのようなところに，例えば県の生涯学習センターのようなとこ

ろがあって，社会教育主事がいらっしゃって，その人がいろんなことのつなぎ役をたく

さんやっていたら，よりつながりがスパイラル的に強くなっていいかもしれないですね。 

取 釜 委 員： そのごちゃ混ぜのときに，今言ったみたいに誰が牽引するのか。みんなそうはいって

も仕事をしているので，そこにリソースは割くけれど，やはり全部ではないので，そこ

はプラットフォームを作ってくれるような，社会教育主事がやるのか，どなたが，県が

委託してやるのか，県の誰かがやるのか，県が室をつくるのかとか，その辺りは検討し

てもらったらいいですけど，やはり核というか，窓口とか事務局がしっかりしていない

とうまくいかないので。 

叶松生涯学習振興係長： 確かにそうなんですね，県がやればいいんですけど，行政が入ってもあまりうまくい

かないこともある。そこは検討していきますね。ベストな形があるはずなんです。そこ

を模索していきたいと思います。 

取 釜 委 員： それも一つじゃないと思うんですよね。生涯学習センターでそういう人たちがいる，

かつ，例えばどういう状況か分からないですけど，県庁の中で会計年度任用職員とか非

常勤の職員がいる。こういう専任の職員もいて，かつ，事業費は社団かＮＰＯなどに委

託して，そのチームができていて，そのチームが一緒に動かしているというのがいいよ

うな気がします。 

叶松生涯学習振興係長： 正直なところ，行政は人が替わるんですよね。私もいつまでここの課にいるか分から

ないから，私や今の社会教育監がいる間はできるけれども，異動したらできないとなっ

てしまったらそれは良くないので，そこは持続可能な仕組みというのを作っていきたい

し，民間プレーヤーや市町を含めて，色々な人が緩やかに関わっていくという，しかも

プロジェクトベースで関わっていくというのが，恐らく持続可能な仕組みとしてはいい

のかなと（思います）。 

取 釜 委 員： 先ほどの米田委員さんの話，コーディネーター150人いるっておっしゃっていましたよ

ね。５万人都市で150人ってすごい数だと思います。コアなメンバーがいて，150人とい

う周りの人がいて，それが仕組みとなり，コミュニティ・スクールで後押しというか枠

組みができているっていうのは，すごい。 

 

【Ｂグループ】 

 

立 石 委 員： では，私から。私は，府中市で府中明郷学園の学校運営協議会の会長と，それから府

中市10校の全体のコミュニティ・スクールの協議会の会長も，ダブルでやらせてもらっ
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ています。それと，中小企業家同友会という代表理事をやっていますので，今日は，私

はその立場で来させてもらっています。 

 アップデートの方向性ということですが，私は県にお願いをしたいと思っているのは，

正にここに書いてあるんですが，学びの活動をコーディネートする人材の育成というの

が，非常に大事かなと思っています。各地域一生懸命やられていまして，学校活動と，

それからその地域をつなぐ中間の人の，予算をしっかり取って，やはりその人が生活で

きるレベルまでちゃんと雇用してやる本気度がないと，常に誰かがボランティアでやっ

ていくというレベルのものではないと私は思っているんですよ。それをやることによっ

て，コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進ができると思っていまし

て，それを，是非ともお願いしたいなと，アップデートしてほしいなと思っています。 

 それから，これは我々がやっていかなければいけないと思うのですが，今，府中明郷

学園では，学校運営協議会は全部ＬＩＮＥでつながっているんです。情報共有を常にし

ていますし，先生方が常に案内文を送らなくてもいいように，それからこういうことを

やるから，地域の人に集まってくださいよというような案内など，こういうテクノロジ

ーを使ってやっていく方法です。今日も竹原先生が，委員さんを選ぶのが非常に大事だ

と言われていましたよね。私は多様な年齢の，多様な人材が，運営協議会の委員に入っ

ていくのが大事だと思っていて，若い人が結構ＩＴに強い人がおられて，その方がそう

いうＬＩＮＥの仕組みなどを推進してくれています。 

 それから，公式ＬＩＮＥがあるじゃないですか，分かりますか。私も少し苦手な方な

んですけど，そういった公的ＬＩＮＥを使って，地域の方に知らせるようなことをやっ

ていますので，その辺りを，アップデートの中にしっかり取り込んでほしいなと，テク

ノロジーとかＤＸを入れていくべきだろうと思っていて，今，学校はその辺りはどんど

ん進んでいますからね。以上です。 

斎藤社会教育主事： 続いて御意見をいただければと思います。 

草 羽 委 員： 意見というか，少しよく分からないとこがありながらの話なんですが，私が勘違いし

ていて，「多様な主体」というのは，ここで言えば子供たちのことかと思っていたんです。

だけど，今，立石さんのお話を聞いていると，「多様な主体」というのは，いわゆる応援

団，いわゆるサポーターの方を対象にした「多様な主体」なんですね。 

： ですけど，一方では，学校には，この下に「障害者の生涯学習の推進」という項目が

入っていますが，つまり子供たちの中にもいろんな事情があったり，立場があったり，

あるいは分かりやすく言えば障害を持っている子供さんや，外国籍の方など，そういっ

た「多様な」と表現される子供たちが存在しているわけですよね。ですから，そういう

内容を含ませた多様性というものを考えて，やはりこの施策体系の中の一つの考え方の

どこかに入れておく必要があるんじゃないか。障害児教育，特別支援教育の中で，今，

インクルーシブだとかインクルージョンとか，そういう言葉がよく言われていますけど，

言葉だけではいけないのですけれど，そういう包括的な言葉も要るのかなという気がし

ます。 

草 羽 委 員： それから，これは取り入れたほうがいいよという点で，先ほど府中南小ですかね，事

例発表の中でもありましたが，私は最後，子供たちが参加して，いわゆるアプローチし

ていく活動内容を考えたり，それからここで言う当事者とは子供のことですが，当事者

参加ということで，協議会などを運営するときに，そういう子供たちの声を反映させた

りすると。大人たちが主導して考えるのではなくて，そこで次にアップデートしていく

というような仕掛けとか，これはどこにどう言葉で入れるかというと，私の方ではすぐ

に言えませんけれど，そういうのも要るのかなと。どういう興味を持っているのかなと

か，どういう関心があるのかな，どういうことを望んでいるのかなとか，その辺りのニ

ーズをしっかり把握するというようなところも，ちょっと（この資料の中では）見当た

りにくいかなという気がしました。 

斎藤社会教育主事： 貴重な意見をありがとうございます。では，河本委員さん，お願いいたします。 

河 本 委 員： 河本と申します。私は，尾道で映画館を運営しているＮＰＯの代表をやっています。

私がなぜここにいるかというと，尾道市の教育委員会と連携して，尾道の小学校に映画

の仕組みの授業を，出張授業をしたりとか，放課後子供教室で呼ばれたりとか，教育委

員会主催でドライブインシアターを親子対象でやったのですが，それをうちのＮＰＯで

企画・運営させていただいたという，地域と映画，文化というところと教育という接点

でうちのＮＰＯが活動させていただいている部分があるので，ここで呼ばれているとい

う次第です。 
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 先ほどの竹原先生の言葉で，ぐさっと響いた言葉があります。「みんなで決めて，みん

なで責任を持っていく」というところが，私はとても大事だなと思いました。お母さん

だけとか，学校だけとか，子供たちだけではなくて，それぞれが広い視野で自分事とし

て考えていく，これがすごく大事なんじゃないかなと考えています。 

 私が尾道で，教育委員会と一緒に仕事をしていて感じるのが，担当の課長さんが代わ

ると，文化に対しての考え方ががらっと変わるんですね。たまたま映画好きな課長さん

がいて，今回はドライブインシアターをやったんですけど，その方が別の部署に行くと，

その企画自体がもう引き継ぎがないんですね。誰かの思いで動いているというのが小さ

な町の特徴でもあるんですが，そういった誰かの思いだけで動くのではなくて，常日頃

から，そういった文化と子供たちの教育というところのつなぎ目を，我々のＮＰＯでや

れたらいいなと思っているので，それを継続できるような仕組みづくりが必要かなと思

います。 

 それは，それぞれの場でやはり人材育成だと思います。教育委員会だったり，学校だ

ったり，また地域のお母さん方だったり，意識を持った人々がそれぞれ育っていくとい

うのが，とても重要なんじゃないかなと感じました。以上です。 

斎藤社会教育主事： ありがとうございました。では，下森先生，お願いします。 

下 森 委 員： 初めまして。広島県議会64人を代表して出させていただいております。 

 64人を代表して言うならば，ここ数年，正直，社会教育あるいは生涯学習に対して，

広島県が，よし，やろうという姿勢が見えていなかった。この生涯学習審議会ができて，

やっと本気になって動いているなという，本当に期待をしております。期待と同時に心

配をしているのが，人材難ですよね。要するに，リーダーを育てていかないと，こうい

った生涯学習は成り立たないと思っております。それに対して，広島県がどこまで本気

度を出すか。ボランティアでは，これはほとんどできないと思います。ある程度の予算

も必要になろうと思いますし，そういったところの意気込みを，私は期待をしながらお

聞きさせていただいておりますので，忌憚のない御意見をいただきたいと思います。逆

に意見を聞いて，しっかりと議会へ持ち帰りたいと思いますので，よろしくお願いしま

す。 

立 石 委 員： 今のを受けてよろしいですか。 

： アップデートに関係あるかも分からないですが，竹原先生が，学びが社会とつながっ

ていないという話をされましたね。府中明郷学園でそれをつなげていこうということで，

我々地域の企業が学校に入って，子供たちに模擬会社を作ってもらって，子供たちが社

長，専務じゃない副社長，各部署の部長となって，製品を作って販売までやっています。

１年かけてやって，それなりの利益を取って売上げができたんですが，そのときに，子

供たちはとても成長したんですよ。正にこれは売るためじゃない，教育なので，子供た

ちがいかに自分の考え方をはっきり伝えて，考える力を養っていくというのをやってい

るのですが，そのときに，実は租税教育として税務署の職員が６名来られて，校長先生

が，うちの学校はこんなことをやっているんですよって紹介したら，税務署の職員が，

ちょっと待ってください，それって税金かかりますよ，と言うんですよね。それだけ本

格的なことをやっているんですけど，これが，みなし法人になって，税金がかかると言

うのです。 

 今，県も国も文科省も，キャリア教育を推進していこうとしているわけですけど，税

務署長まで私が談判に行ったんです。そうしたら，立石さんのやっていることはとても

素晴らしいと。でも，それとこれとは別だからと，結局は税金を払わなければいけない

ということでした。私は，国の税制の「教育」にかかるところは，税金を払わなくても

いいとは言っていないです。子供の教育なので，払えばいいと思います。払えばいいん

だけれども，もう少しレベルを落とした税制の特例のようなものを創るといったことを

法律でやっていかないと，片や国の方ではキャリア教育をやれと言いながら，片や税法

の方では，学校がやっていても税金を取りますよ，というようなことをやっていたので

は，私は駄目だと思うのです。是非とも，これは一学校や一教育委員会でやることでは

ない，国レベル，県レベルでやってほしいなと思っています。ありがとうございます。 

斎藤社会教育主事： 竹原先生にも御意見をいただければと思うんですが。 

竹 原 氏： 今日は，良い機会をありがとうございます。私は委員ではないので，感想めいたこと

をお話しさせていただきますが，最初にどなたかがおっしゃった多様性，子供の参画と

いうことで，生涯学習というのは赤ちゃんからお年寄りまでの学びということだと思い

ます。子供，それから中高生，大学生とか若い人たち，青少年がなかなか参画しないん
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ですね。そういうものも視点に入れるといいかなというのは，どこに入れるかというこ

とはありますけれども，思いました。 

 それから，（資料）一番下の「学びの活動をコーディネートする人材」というところは，

地域学校協働推進員とか，家庭教育支援チームのコーディネーターとか，既にそういう

仕組みの中で役割を担う人が出てきていますので，それを明確に書いてもいいのではな

いかと。「地域のボランティア・コーディネート人材」とぼんやり書いてあるので，そこ

は少し検討されたらどうかなと思ったのが一つです。 

 先ほど，議員さんがおっしゃった，よし，やろうという気になるのは，やはり自分事

になったときだなと思っています。やらされた感ではなく，みんなが自分の子，まちの

子を育てようという意識になるような研修があったり，そういう小さな成功体験を重ね

られたりすると，勇気が出てきて，もちろん教育委員会が主導していく話なので，これ

はまた施策のお話だと思ってお聞きしていました。ありがとうございました。 

斎藤社会教育主事： 残り５分ぐらいになったんですけども，今の論点に関連して，広島県内の地域学校協

働活動をさらに充実させていくための課題や方策ということですけれども，皆様から，

こうしたらどうかという，前向きな御意見をいただければと思うんですけども，いかが

でしょうか。 

草 羽 委 員： 大きなことは言えないんですけれど，一つ今日の調査資料の中で，自治体の中で（Ｃ

Ｓの導入状況が）100％であるのが，大体十数校ぐらいしか小・中学校がない地域なんで

すね，安芸高田市であるとか，府中市であるとか。やはり大きな地域になればなるほど，

非常にパーセンテージが少ない。パーセンテージだけでは測れないところもあるんです

けど，そういう意味では，どちらかというと小さい市町のほうが，そういう文化的な遺

産であるとか，あるいはニーズが高いのかなと。でも，それはなぜなのかなというとこ

ろを，先ほどちらっと言われていたかもしれませんけど，尾道の映画など，やはりそこ

の地域性というのが非常に左右するのかなという気はします。そういったときに，なぜ

そこに差が出てきちゃうのか，ということをもう少し分析しなければいけないんではな

いのかなと。 

 もう一つは，竹原先生がおっしゃっていた，何か特徴を出してやっていくということ

に対しては，私もとても共感を得るんです。ただ真似するのもいいのかなと。何かいい

ものをやっているなと，私もやりたいなとか，これもやってみたいなと。府中市でこん

ないいことができるのだったら，ここ（の地域）でもできないかとか，その人材を貸し

てくれないかとか。そういう人材活用というのは，広島県全体で考えていく中で，こう

いう人がいるから呼んでもらっていいよとかいうような，そういう予算をしっかりつけ

てもらいたい。人材教育のようなものがあって，尾道の映画を全部見てみたいから，学

校で映画鑑賞会できないかとか，非常に歴史のある尾道の映画ですので，私も好きなの

で，そういうものを学校でやるんだったら行ってみたいとか，そういう文化の共有みた

いな形をつくれるようなバンクを創っていくというのも，一つは方法かなという気がし

ます。それはどこがやるのかなといったら，行政になってくるのかなと思います。 

立 石 委 員： そうですね，県内それぞれ学校や地域ですばらしい人がたくさんおられる，こういう

人がいますよというのを，県がハブになって知らせてもらえれば，うちの学校でその人

にやってもらおうとかできるんじゃないかなと，今（草羽委員が）おっしゃったことを

私も思います。 

重森総括官： 確かに府中南小ぐらいになると，保護者の方も多いし，あれだけ組織的に，それぞれ

のカテゴリー別に手を挙げてくださる方も多く，その中でプロパーもいらっしゃるし，

いろんな伝手もあるけど，やはり小規模のところとか，小さい町は人材的になかなか難

しいというのがありますよね。今ある人材を活用することで，ひとつ解消できるかもし

れないなと思うのですが，地域性が違っても大丈夫なんですか。 

立 石 委 員： 大丈夫だと思います。キャリア教育なども，例えば府中市がやっていますけど，府中

市の企業だけでやる必要はないし，いろんなところの企業はあるし，県内企業全てが一

つの財産だと思っているんです。県内レベルでやるべきだと思うんです。府中明郷学園

も頑張っていますけど，例えば府中明郷学園だけ良くなっても何の意味もない。県内の

学校や地域が良くなるということが一番大事なことなので。 

 それを私は共有するべきだと思います。だから，ハブになったりプラットフォームに

なったりするのは，私は，県の教育委員会であったり，さらに県教委が市町教委とつな

がったりしていくようなことができればいいのではないかなと思います。本当に地域の

人材を活用すべきですよ。 
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重森総括官： そうですよね。府中明郷学園には，私は去年も今年も行かせてもらいましたけど，子

供も元気だし，周りの方がとても元気なんですよ。それで，子供たちがつくった「Ｌｉ

ｎｋＳ（リンクス）」という会社のロゴを，子供たちがつくるものに対して，かなり本気

で駄目出しをされるのですよね。 

立 石 委 員： 子供たちはやりますよ。あのロゴをつくった女の子が，授業も手を挙げない，おとな

しい子だったんですが，今ではどんどん手を挙げている，友達とも溶け込むようになっ

ている。これを見た先生も伸びるので，やはり教員が伸びるということが，私はとても

大事だと思うんですよね。やらされ感がないんです。 

重森総括官： そうですよね。学校の中も変わるけど，立石委員や田中委員さんを中心に，周りの方

もみんなとても元気なんですよ。その地域の方がやりがいを持ってやってくださってい

る。私も学校にいたから分かりますけれど，どちらかというと，学校が誰に頼もうかし

らとか，遠慮があって，お願いしたらちょっと困ってしまうかしらといった思いがある

けど，そんなことないんですよね。 

立 石 委 員： ないですよ。地域は地域で，どこまで学校に入っていいか分からない。学校の先生方

は，どこまで地域に頼んだらいいのか分からないという，お互いがそういう思いがある

んです。そこはもっとオープンにして，学校の悩みも地域の悩みも，オープンにしてや

るべきだなと私は思うのです。 

斎藤社会教育主事： 竹原先生，最後一言何かよろしいでしょうか。 

竹 原 氏： ありがとうございます。最後に，どこまで学校とつながったらいいかといった話が出

たのですが，私は，同じことをやるのでも，子供のどういう学びにつながるのか，ニー

ズが一致したときに入ったほうがいいと思うんですね。素晴らしい取組だけど，学校の

カリキュラムでやるには負担が大きいとか，時間数が足りないとなれば，やはり地域が

やったほうが面白いというか，もっとダイナミックに子供に関われたり，ドライブイン

シアターのような動きになったりするのじゃないかと。そこを物差しとしてカリキュラ

ムを考えたらいいんじゃないかなと思ってお聞きしていました。 

 

【Ｃグループ】 

 

高 田 委 員： アップデートの方向について，全体的には私はこれでいいと思うんですけれども，資

料に文科省が出している地域学校協働本部のポンチ絵があるじゃないですか。 

 これが，実際，竹原市でも昨年度から11校全てで始めたんですが，非常に小規模の学

校もありまして，学校運営協議会の中にこの地域協働本部の三つの要素がありますよね。

それは既にほとんどやっている。でも，そういう方向性がなかなか取れないのが，課題

の一つです。二つの組織を立ち上げても，同じ人になるんですよ。そういうものを進め

ていくということは，広島県の場合はそこに課題がある。また，地域学校協働本部がし

っかりできているところがあるから，そこが要するに今度は学校運営協議会で運営して

いくという方向になるわけです。そうすると，このポンチ絵じゃなくて，広島版の地域

学校協働活動のようなことを，県が提案していくことが，私は大事なのではないかなと

いうことを，二つ申し上げたい。 

 それと，先ほど米田さんもうちの学校の強みということをおっしゃっていましたけど，

地域と学校をつなぐ専門的な力量を持つ人材の育成というのは，竹原市でコミュニテ

ィ・スクールをスタートしたら，先生たちは，これはＰＴＡの仕事だろうと（おっしゃ

る）。そういう捉えからのスタートで，そこをどうしていくかというのが一つ。 

 とすると，学校と地域をつなぐ専門的な力量を持つ人材の育成という観点で言えば，

教員が社会教育主事講習を受けるとか，そういう取組がどうしても不可欠だと思います。

今日もカリキュラムに落とすということがありましたけれども，カリキュラムに落とす

というのは，教員の専門ですよ。だからその人たちが，全員でなくても，学校の中に社

会教育主事的な専門性を持って位置づくことで一気に進むと（思います）。せっかく教育

長も来てくださって，本気度を私もとても感じたんだけど，ここは財政的なこともある

けど，是非やってもらいたい。 

 古く教育で仕事をさせていただいた者から言えば，かつては教育事務所に社会教育課

や生涯学習課があって，教育事務所に社会教育主事がいた。それが引き上げられていっ

て，今は県庁の方にある。すごい熱意を感じる人たちなんですけど，やはり人数的にだ

とか，普段の関わり合いだとか，実際に現場を預かると，やはりこれは限界をすごく感

じます。だから，先生たちの中で社会教育主事講習ができるようにしてほしい。 
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 それと，やはりもう少し地域学校協働本部へ関わるスタッフを，しっかり財政的な措

置をして位置づけていくのも，大事かなと思いました。 

吉田生涯学習支援係長： 正に今，高田委員さんがおっしゃった問題で，社会教育主事講習というのが，学校の

先生方に受講はどうでしょうかとお聞きすること自体，とても大きな一歩なんだという

話を（当課の）中でも聞いて，少しハードルがあるといいますか，やはりなかなか勤務

の状況で受講が難しいんだといった話もあるんですが，やはり高田委員がおっしゃった

ように，本当にその地域によるのだなということを感じました。 

高 田 委 員： すごく大きな一歩だと思うんですけど，皆さんも御存じのように，学校の働き方改革

というものに取り組んでおりますので，なかなかそこへ要員を向けられないという現実

がありますから，学校の先生たちもそこへ取り組んでいけるような支援をしてもらえれ

ば。 

吉田生涯学習支援係長： ありがとうございます。では，米田副会長，お願いします。 

米田副会長： 取り組んでいることは，３分の１ぐらいかな，先ほど紹介させてもらったけど，私は

社会教育主事です。でも，社会教育主事というのは，発令がないと名乗れないので，主

事資格は持っていますが，ただのおばちゃんです。というのが，本当にボランティアの

おばちゃんが社会教育主事講習に行って，社会教育主事の資格を取りました。 

 でも，娘が小学校教員なんですが，なかなか勉強を教えること，プラス，いろんなト

ラブルへの対応などが本当に放課後は多いんだそうです。社会教育主事講習は 40日ぐら

いかかるんですよね。分割講習という手もあるんですが，それだけの時間，普通の学校

の先生としての研修もあるので，本当にもう先生方がこれを学生時代に取っていただき

たい。こういう視点のある先生がいらっしゃるというようなことを，大学にも働きかけ

て，教員になるのなら資格を取れというぐらいの勢いにしてほしい。教員になってから

では忙しいので，大学４年生などの時間のあるときに。社会教育主事講習Ｂというのは

冬にあるんですよね。教員採用試験は夏にありますから，採用試験の後に社会教育主事

講習Ｂを受けるぐらいの感じでやるのもいいかなという。教頭先生などの管理職でも，

（管理職に）なられた年はもう一杯一杯ですよね。そういうのも感じるので，教員に社

会教育主事資格を取ってほしいというのは同感です。 

 そして，ボランティアにも（資格を）取ってもらう。短大卒程度で取れるんですよ，

地域活動に関わっていれば，市町の教育長にお願いすれば，県に，この人に資格を取ら

せてくださいといったものを出してくださるので，私みたいに，コーディネート役をす

る方に，ずうずうしくお願いして（資格を）取っていただいて。 

 そして令和２年度からは社会教育士になったので，本当に誰でも取れるようになった

ので，学校の勉強をしていなくても取れるので，是非そういうのもいいかなと思いまし

た。以上です。よろしくお願いいたします。 

吉田生涯学習支援係長： ありがとうございました。では，中村委員さん、お願いします。 

中 村 委 員： 浅原市民センターの中村です。廿日市では，公民館を市民センターとしておりますの

で，公民館と思ってもらえばいいんですけども。方向性についてですが，先ほどお話を

伺って，浅原地区というのは小学校が統合されていて，今，津田小学校というところに，

そこにはコミュニティ・スクールというのはなくて，地域協働本部はあるんですけども，

正にここに書いてある一体的推進というものが，別物のような気がしていたんですね。

ですけども，そうではないということが今日よく分かりました。ここに書いてある，正

に一体的に推進して，二つなのか，一つなのかで工夫するのかみたいなところはあるの

かなというふうに思いました。 

 あと，市町別カルテの作成というのが一番下にあるんですが，廿日市も昭和と平成の

合併をしていて，僕が今，仕事しているところは地区の人口が550人なんですが，という

ともう既に，廿日市は日本の縮図，広島県みたいな感じで，なかなか市町村別では難し

いのではないかと。その中を分けて，むしろほかの要因でカテゴライズしたほうがいい

のかなと少し思いました。小学校の範囲とか単位も変わってきていると思います。 

 一番上に書いてあるのは成果指標の整理なんですが，僕も非常に悩んでいまして，成

果指標とか色々と求められるんですけども，今，僕たち職員の中でも話しているのは，

ただ単に受講者，参加者がどうなったかというのはストレートのことでありますし，よ

くあるのは活動指標で何回やった，何人来たというのがあるんですけども，多分そこで

はなくて，どういう背景がこの地区にあって，それによってその講座なり参加された方

がこうなって，そのことによって地域がどうなりましたか，というのが反射的な，副次

的な，そこが評価ですよねという気がするんですが，じゃあそれって，何か数字で取れ
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るものがあるんだろうかというところが非常に難しいかなと思っています。なので，こ

の成果指標の整理というのはあるんですけども，非常に難しいものかなと思っています。  

 それと，７ページのほうですが，施策の柱として三つあるんですが，公民館，市民セ

ンターはそのいずれにも関わるんだろうなと思っています。なので，今年度，「学びから

始まる地域づくり」といったことをさせていただくんですが，そんなところに職員が気

づいていくといいなというふうに思っていますし，３月までは，さいき文化センターと

いうところに（所属して）いたので，ここに「図書館の振興」というのが書いてござい

ますが，確かに公民館だけではなくて，図書館とかホールとかが一緒にある施設のほう

が幅は広がったのと，あと，やはり活動者の層も違うので，地域協働本部で人が足りな

いというのは，公民館・市民センター事業の出口戦略として，そこにいろいろ技なり気

持ちなりを持った方が関与していただけるといいかなと思っていますので，やはり図書

館とかにも関係あるかなと思います。出口戦略をつくって，ちゃんと学びと地域とのつ

ながりという生涯学習の理念についてはあるんですけど，そういうところはたたき台の

とおりなんだろうなというふうに思っていますし，ウェルビーイングというのが書いて

ありますけど，恐らくこういうのは地域包括ケアシステムとか，重層的支援体制整備と

かで健康福祉部局がやっているところが相談支援，参加支援，地域づくり支援なので，

正にこの参加支援と地域づくり支援につながるのだろうと思うし，そういうとこが基盤

だろうと思うんです。基盤をつくる上では非常に大切なとこですし，方向性としても特

に異存はございませんと感じております。以上です。 

住 田 委 員： 行政関係とか，教育委員会関係とか，その辺，実際に委員さんも（そのような関係の

方が）いらっしゃいますが，やはり我々のこの私立の幼稚園だとか私立の保育所だとか，

非常に学校との関わりが（少ない）。年長児のときに，学校の関係者と連絡を取り合った

りだとか，あとはあの保護者さんはこういう方ですよと，いろんなところでそういう話

をしたりすることはありますし，実際に学校のコミュニティ・スクールとか，そういう

本部とか，その辺りは学校からいただく学校新聞みたいなものに書いてありまして，あ

あ，こういうのがあるんだなということは分かるんですが，実際（会議に）出たことが

ないんで，実際にはどういう会議をされているのかな，というのは非常に興味がありま

した。もしまた声でもかかれば，それに是非参加させていただかなきゃいけないと思い

ますが，こちらに書かれた施策体系等については，よくできているんではないかなと思

います。 

 それから，ここの一番右の，コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推

進というのが，これが実際は難しいんだろうかなと思ったのと，先ほどの米田委員さん

の発表に対して取釜委員からも質問されておりましたけど，（資料番号４の）６ページに，

コミュニティ・スクール推進組織の中で，例えば月一回会議が行われていますが，こう

いう会議をするときに，実際どんな内容で話が出ているのかなということも興味があり

まして，一私立の幼稚園というのは地域から実はちょっと浮いてまして，クレームがあ

ったり，例えば鶏がうるさいとか，そういうような何とかしてほしいとか，あと保護者

が帰るときに，いつまでも道路でしゃべっていると。あるいは公園でいつまでも子供を

遊ばせており注意してもやかましいとか。そういった地域との関わりをどうやったらい

いのか。各幼稚園とか保育園が，どういう方法でやればいいのか，もちろん町内会が頼

りになるかなとは思うんです。どういうきっかけで（地域に）取り込むというか，一緒

に手をつながせてもらいたいという気持ちがあっても，どうやったら（地域と）仲よく

させてもらえるのかなということがあるので，もしこういうきっかけで，こういうのか

らやってみたらどうですかとか，そんなことがもしあったら教えていただきたいなとい

うところです。 

米田副会長： ある私立の保育園に関しては，毎月お誕生会のときに呼んでいただいて，親プロとい

ものをやることはあります。必ず幼稚園，保育園の子は小学校に入ってきますので，そ

れまでにどういうアプローチをしておいたら，子供が小学校に入って楽しく暮らせるの

か。やはり小１ギャップとかニュースにもなっていますけど，割と自由気ままに過ごし

ていたところから，１時間目があります，２時間目がありますということで，もう子供

はパニックですよね。まず，学校に来て，家に帰れない。こう歩いてきたから，こう帰

るというのが難しいらしいんですよ。保育園のお子さんなんかは，自転車とか車で送迎

されて，ましてや抽選になっていることもあって学区の保育園に入れるとは限らない。

通学路をあんまり歩いたことがないこともありますし，またいろんな保育園，幼稚園か

ら一つの小学校に集まるので，教育方針も様々で，いろんな子供がいます。本当に給食
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を食べることから大変ですし，そういう意味では，幼稚園・保育園のお子さんたちと，

学校が事前に関わっているというのが，学校教育においてもスムーズな移行になるとい

うことかなと。 

 先ほど「しゃべり場」とあったんですけど，あれは子育て支援センターや幼稚園，保

育園や会社にもチラシをまいて，入学前の保護者さんに来てもらって，そこで，学校っ

てこんなところだよとか，上靴に名前を書けと言われて，後ろでも前でもどこでもいい

けれど，どこに書くんですかっていう，そのぐらいから不安になっている保護者さんも

いらっしゃるので（そういった方と話をする）。やはりコミュニティ・スクールになると

いうことで，そういうふうに幼稚園の方たちも入りやすくなるのかなというのがありま

す。 

 あと，町内会の副会長みたいなことをやっているんですけど，町内会に保育園がある

んです。特別養護老人ホームの敷地があって，その横に移転して，割と最近建ったんで

すけれど，トラブルが一切なかったんですよ。というのが，やはり，それまでの園との

関係とか，あと，公園の目の前が保育園なので，最初はお迎えに来る車の出入りが激し

いので，やはり危ないといったこともあったんですけど，結論から言うと，誰それ誰べ

えちゃんということが分かったらかわいいです。“幼稚園児”と思うとうるさいんです。 

 なので，やはりそういう地域の人たちとの挨拶とか，お世話になりますとか，そうい

うのもなるべく気軽に話をして。小学校の見守り隊の人たちも，じゃあもうついでに行

くよって言ってくれちゃって，ちょうど前も公園なので，園のお迎えのある時間帯の５

～６時に出てくださって，交通整理も兼ねて，いろいろ，「ああ，○○ちゃん，今日も元

気だね」とか「お帰り，今日は６時じゃなくて５時なんだね」とか，そういう声をどん

どんかけてもらうので，おらが子供みたいな感じのことが進んで，それがまた小学校に

入ったら，「よっ，１年生だね，お母ちゃんなしで行けるかな」なんてやり取りがあって，

やはりつながりになっているので，そういう町内会とかも（入ればいい）。コミュニテ

ィ・スクールって，地域学校協働活動になれば。どの団体が入ってもらっても全然構わ

ないわけじゃないですか。 

 なので，そういう見守りの方たちと絆を強くしたり，家庭教育支援チームの活動にな

るんですけど，「命の教育」というのを府中南小でやっていたときには，幼い子もお母さ

んと道徳の時間に来てもらって，実際に子供を抱かせてもらうというような，兄弟もあ

んまり抱いたことないといったお子さんも多いので，そういう連携をしたりとか，アイ

デアがあれば，切り口ややり方はたくさんあるような気がしますね。 

吉田生涯学習支援係長： 地域学校協働活動を充実させるための課題や方策はという点についても御意見をいた

だけたらなと思っておるんですけど，また順番でよろしかったらお願いできますか。 

高 田 委 員： ちょっと大きい話になるかもしれないですけど，実は，私竹原市では今週，キャリ

ア・スタート・ウイークを，中学校２年生が３年ぶりに開くんです。 

 受入れの事業所は，以前のように多くなくて，なぜできたかというと，学校運営協議

会なんですよ。学校運営協議会が間に行って，地域の企業などに折衝してくださいまし

た。また，うち（竹原市）は昨年度から全部コミュニティ・スクールにして，まだ２年

目なんですけれども，感じるのは，やはり地域側のメリットは何かといったときに，子

供や学校に関わることで，我が子が学校にもう通っていないおじいちゃん，おばあちゃ

んも，シビックプライドという，我が町への愛着とか，誇りとか，そういうことを感じ

られるんです。そう感じるから，地域のために何か行動していきたいという，そこにつ

ながっていくかと思うので，そういう芽生えを。 

 これからの社会というのは，どうあっても少子高齢化でいくわけですから，どんどん

規模は小さくなる。だから，そういう中で，地域の人々がシビックプライドを持って，

自分に何ができるかという生きがいを持って関わっていくということがあって，その先

には，じゃあどうするかという学びが必ずございます。そういう意味で，いかにどれだ

けその活動に巻き込んでいくかという知恵を学校運営協議会が出していってくださると

いうことが大きいと思うし，県民に対してそういった啓蒙を出して，一歩前へ出るよう

なことを皆さんと一緒にできたらいいなと感じて今日聞きました。少し話が大きくなっ

て恐縮ですけど。 

 

【Ｄグループ】 

 

西 岡 委 員： 失礼いたします。方向性として，よく練られたものだと思いますが，これは難しいだ
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ろうなと思います。学校教育だけでもいろんなものが関わりますけれども，生涯学習と

なると，いろんな観点がありますので，それが単純に評価ができるのかどうかというの

が，私も不勉強でよく分からないのですが，思うところです。 

寺川社会教育主事： ありがとうございます。では田中委員にお願いしたいと思います。 

田 中 委 員： 今，西岡委員がおっしゃったように，このアップデートについては，ぜひ進められた

ほうがいいと思います。世の中がスピードアップして，変化をしていく中で，その変化

に応じて施策を変えていくということが必要だと思いますので，正にアップデートは必

要だと思うんですが，それに伴うリスクも検討していかないといけないかなと思います。 

 ですから，評価をする仕組みがやはり一番の問題になっていくのかなといいますか，

どうやって評価をしていけばこの施策が良かったと最後に言えるかどうか，といったと

ころの着地の仕方が，まだ今のところ，今日の話の中では見えてこないかと思います。 

寺川社会教育主事： ありがとうございます。それでは，関口委員さんお願いします。 

関 口 委 員： 私も同じで，やはり成果を数値的に表すのか，数値的でない表し方というところをど

うするのかというのは，とても大変だろうなというところがあります。数値的に出すの

が分かりやすいんですけれども，アップデートをしていかないといけない時代ではある

んですが，その最終着地点，そこをどうつくっていくか，そこも一緒にアップデートの

ときに考えた方がいいのではないかと考えます。 

寺川社会教育主事： ありがとうございました。平尾委員，お願いします。 

平 尾 委 員： 二つありまして，一つは，アップデートの方向性の中にはＫＰＩの設定とか，中期・

長期的な戦略の見直しとあるんですけど，とても大事なことである一方で，先ほども竹

原先生がおっしゃっていたのもそうですが，この施策も漢方薬のようにじわじわ効いて

くるものだと思うので，年度ごとに評価していくのは難しいかと思います。そういう点

では関口さんもおっしゃっていましたが，数値的な評価か，数値的でない評価にするの

かといったことも，中長期的なスパンということも大事かなというのが一つ。 

 もう一つは，資料中のアップデートの方向性に多様な主体と連携するということが出

てきていて，これは行政だけではなくて，市民やＮＰＯや企業なんかとの連携というの

をしていくということですね。社会教育と社会教育行政を分けて考えなきゃいけないと

いうのは根本にあると思うので，社会教育をする人たちはＮＰＯがいたり民間団体がい

たりするんですけど，それを支えるのが社会教育行政だとすると，やはりまず社会教育

が現状どうなっているかという調査，ＮＰＯなどはどういう取組をしているのかといっ

たことをまず知らないと，現状認識を間違えてはいけないので，今何がどう起きている

のかということは一度調査する必要があるのではないかなというのを，方向性の前にや

るべきなのかなと感じました。 

寺川社会教育主事： ありがとうございます。林会長にも御意見いただけますか。 

林 会 長： 難しいですね。実際にどういった姿を目指したらいいのかという目標は，やはり明確

に持っていなければいけないのかなと。そこから考えたときに，何をどう評価できるの

かということ。現状の状況を把握することが言われましたけど，本当に社会教育という

のは多様なものになっているので，社会の中にあふれている学びそのものの中からチョ

イスしていくだけでも大分違ってきます。広島県自身が，こういう方向に進めたいとい

う，今回であれば，地域学校協働活動を核にどういう将来を描くのかという，そこのと

ころを語っていくというのが大事なんだと思います。 

 もう一つは，県としてどういう形で捉えていくのかというのも，23市町，広島市は別

にしても，それぞれの抱えている現状というのは非常に違っている。そこのところをど

んなふうに支えていくのか，県としてどういう施策を出すのかという面で考えていく。

地域のそれぞれの状況は違うので，一律にこういう姿を描くということはできないと。

だから，地域のそれぞれの強みのようなところを市町それぞれから出していただきなが

ら，ここはこういうところで勝負するといった，そこ（地域の強みを）応援するような

施策であってほしいなと思います。 

寺川社会教育主事： 先ほど平尾委員からもあったように，現状を知るという調査をしながらも，林会長さ

んが言われたような形で23市町の状況というものもつかんでいき，どこの強みを生かし

ていくのかということを考えていけたらいいなと思います。また，田中委員さんからも

ありました評価の仕方をどうするかということと，関口委員さん，平尾委員さんからも

ありました最終着地点をどうするかというところなんですけども，我々としても考えて

いかなくてはいけないと思いますが，仮に，何かイメージとして，こういう形で，例え

ば，着地点はこう考えたらいいんじゃないかとか，評価工夫していったらいいんじゃな
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いか，といったところで御意見いただければと思います。その点，いかがでしょうか。 

平 尾 委 員： こういう評価って，最終的には町や地域が変わっていったりとか人の成長だったりす

るので，長期的に，しかも広域的な評価をしないと分からないんですけど，それが難し

いので，どうしても関わった人の数とかに変わってきがちといったことがあると思うん

ですけど，それは悪いわけではなくて，関わる人が多いことは大事だと思うんですけど，

林会長がおっしゃるとおり，全体としてどこを伸ばせるかというところから，着地点を

逆算的に描いていく。それと，社会教育が学校教育系の所管だったり，首長部局系の所

管だったりして，少し教育自体の目的が変わってきているので，町ごとにかなり色が出

てくると思うんですね。そこを一律にアップデートするとしたときに，結構難しいのか

なと。 

寺川社会教育主事： 社会教育の視点で活動されている関口委員さんから何かありますか。 

関 口 委 員： うち（北広島町）も去年から町長部局のほうに（所管が）移っているので。だから，

様相が全く変わってくるんですね。町長部局の中でまちづくり推進課がまちづくりセン

ターを運営しているので，生涯学習はもう離れちゃっている。中ではつながっているん

でしょうけど，その辺りが難しさも（感じる）。だから，これ（答申）がつくられたとき

は，10年ぐらい前とお聞きしたので，恐らく，知事部局に移るということがはしりの頃

ですよね。その辺りから考え方を少し変えていかないと駄目なのかなと，平尾委員さん

の意見を聞いて，そういえばうちもそうだったなと思いました。 

西 岡 委 員： 難しいですね。たくさんの人が関わって，楽しかったとか，幸せを感じられたとかい

うこと，これは大事な一つだなと思います。最終着地点をどこに目指していくかってい

うのも，いろいろ切り口があるんでしょうけども，去年から比べてこんなところがよく

なったよとかいうことが分かればいいかなと思います。もっとこんなことをやってみた

いとか，そういう大きな効果があってもよいのかなと。 

田 中 委 員： 私もそう思います。評価をするときの切り口というのは，揃っているに越したことは

ないと思うんですけれども，それが一番容易い指標・評価の出し方ですよね。でも，今

回のこれについていうと，県内の市町の中でも色が全部違う。それから部局が替わって

いる。図書館も市長部局に移管されているようなところも幾らでもあるんですね。だか

ら，やはりそういう点でいうと，うち（府中市）はまだ教育委員会が所管なので，図書

館は生涯学習の場であると，私たちも誇りを持って考えているし，だから，共に考えま

しょうという話はしやすいけれど，そうじゃないところになると，難しいだろうなとい

う部分もあると思います。だから，その乖離しているところが何らかの形で揃っていか

ないと，同じテーブルに入ってほしい人が入ってこないことには評価もできないんだろ

うというふうに考えます。なので，そこの整理をしてからの話かなという気がして仕方

ないです。 

寺川社会教育主事： 林会長から何かございましたら。 

林 会 長： 部局が替わってしまうと連携がなかなか難しい。その一つで，町内の中で，ネットワ

ークをどうつなぐか。（資料番号２）９ページのこの図のように，地域学校協働本部とい

うので緩やかになっているんですけども，地域と学校という名称があるから，教育委員

会が管轄みたいなイメージに見えますが，そうではなくて，要するに，学校が地域の中

でどういうふうに関わるか，学校と地域という二つの関係だけではなくて，学校も地域

の中の一つのネットワークの一員だというふうに，いろんなものを緩やかにつないでや

る。教育委員会だけではなくて，いろんなところが提携する。だから，そういう人たち

に，一緒にやりませんかといった，目指しているものは何でしょうか，では一緒にこれ

だったらできますね，といった，そういう緩やかなつながりをつくれるようになるとい

いなと思います。 

桑原生涯学習課長： すみません，ひとついいですか。私は生涯学習課長で，今日，皆さんの御意見を色々

いただきながら，うちの課がしっかり進めていかないといけないなと思っていますが，

私自身が先頭を切って生涯学習をやっている人間かと言われると，うんとは言えないと

いうところがあるんです。広く県民を見たときに，本当に自分は今も学び続けていると

いう自覚をしている人って，実は意外に少なくて。でも，本当は，例えば図書館で本を

読んでいる人もいるし，スポーツをやっている方もいるし，まちづくりみたいなところ

に意識を持っている方や，ある意味学校のＰＴＡ活動とか，正に今回の地域学校協働活

動というのは，自分が学んでいるとか，自覚していなくてもやっている。自分はこんな

に成長しているとか，こんなに地域に貢献しているとか，子供たちの成長に役立ってい

る，ということにいかに気づいてもらうかというところを，私たちがしっかり発信して
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いかないといけないかなと思うし，自分はスポーツが好きでやっていただけだけど，も

しかしてこの技術が何か役に立てるところがあるんじゃないかとか，本で学んだことが，

こんなところにももっと（役立てる）というところを，つなげていくような形で，それ

が正に今回も書かせていただいてるんですけど，機運醸成だったり，そのネットワーク

づくりだったりというところをやっていきたいなと思っています。今回このテーブルに，

色んな分野の方にバランスよく入っていただいて，それぞれの御意見をお聞きする中で，

本当は本を読むだけでも学習なんだと思うんですけども，それを次にどう生かしていく

かというところを，私たちが一押しできるように，県としてはやっていかなきゃいけな

いのかなと思っていますので，引き続きいろいろ御助言をいただければなと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

寺川社会教育主事： それでは，論点２のほうへ移りたいと思います。 

 県内の地域学校協働活動を充実させるための課題と方策ということなんですけども，

御自身の取組であったり，所属されております団体とか，関わっていらっしゃる自治体

での課題とか事例とかも紹介していただいたりしながら，自由に御意見をいただければ

と思っております。 

 まずは，関口委員さんからお願いします。 

関 口 委 員： 私も学校のコミュニティ委員に入っておりまして，今日の竹原先生の話でも人選をど

うするかとかいうことがあったと思いますが，どうしても学校の「元」校長先生などが

コミュニティ委員に入ってしまうと，そこでパワーバランスが出ちゃうんですよ。元先

生だから，他の委員が実際のところあまり意見を言えなくなってしまう。僕は（意見

を）言っちゃうのであんまり好かれていないんですけど。恐らくどうしても，学校のこ

とも分かるしというところで，その方がコミュニティ・スクールをつくるときも楽なん

ですよね。やはり学校のサポーターですから。僕も，教員もやっていたので分かるんで

すけど，学校を守らないといけない。ルールもあるから，そこにとんでもない人が入っ

てしまったときに困るというのもある。人選をどうするかというのは，本当に大事だな

という感じはします。うちのコミュニティーも（意見が）なかなか言えないですもん。 

平 尾 委 員： 僕ら（のＮＰＯ）は社会教育ですが，時々高校生たちとも一緒に（活動）することも

ありまして，今日二つの事例を御紹介いただきましてすごいなと思いました。やはり仕

組みが要るのと同時に，俗人的な人の要素も間違いなくあるなと思っていて，この人だ

からできているよね，ということはあるので，その，この人とは一体どういう人なのか

ということをちゃんと分析しなきゃいけないし，そのときには，元何とかといった人が

入ると言いにくいということが発生している可能性があるとすると，その場合には人の

分析もしたほうがいいかなというのは思いました。 

       また，学校教育，社会教育って結構がちがちと分かれているように見えるけど，実は

本当はもっと曖昧なものでいいと僕は思っていまして，学校の塀がどんどん高くなって

いて，地域と関わると言っている一方で，非常に排他的なにおいを僕は感じていて，入

ったらいけないと言われているのかな，というぐらい中が見えない。だから，これを越

えることは難しいですけど，あえて学校教育と社会教育の境界を曖昧にしていくことも

いるのかなと。過去にいろんな事件もあったので，そうせざるを得ないんだろうと思い

ますが。 

西 岡 委 員： 学校にもいろんな人が来られますけど，話が面白い。違う立場の人と話をすることを，

うちの職員も楽しめないと始まらないよねという。今は大人が全部レールを敷いて，こ

れが必要だろうといってお願いしたりするんですけど，子供の方からこれが必要と言っ

てもらえたらいいなと思います。子供が，こういう人の話が聞きたいとか，こうしても

らいたいとか。そのためには，どの発達段階で，どんな経験をさせておくと，そういう

ことを言うようになるかなとか，例えば会議に子供がいたらもっと面白いかなとか（思

います）。そういうことができる子供を育てたいなと思います。そうしたら，塀が低くな

るかなと。 

田 中 委 員： 今おっしゃってくださった子供の会議というものを，既にやっているんですけれども，

町内会長さんに会議を学校で開いていただいて，こういうグループワークをする場合に

も，中学生に議事を取らせたりとかして（います）。他にも，発表をまとめてというよう

なこともやっているので，割と普通です。コミュニティはそんなに大きくないけれども，

もともと統廃合で幾つかの小学校が一緒になり，二つの中学校が一緒になったようなと

ころですから，見えるところに住んでいる人たちなので，何となく距離感が分かるとい

うのは一番の有利な点だと思っています。なので，そこを利用して，子供たちには積極
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的に「参加」ではなく「参画」という言葉に換えていこうとしています。そしてそれを

今度は地域にフィードバックするという仕組みに変えて，地域に帰ったときには，地域

の祭りの委員会にも参加する。地域の夏祭りの行事のときに，私の地域の子たちは大人

に交じって予算折衝をしています。小学生が，幾らなら行えるんですかと（いったこと

をしている）。そういう光景を見ていると，（子供でも）できることなんだなという認識

が大人に移っていく。その繰り返しで，それが普通になっていき，特別なことではなく

なっているという現状にあります。 

 また，私はこういう活動で一番気になるのは，うちは分かる範囲のことができている

から，そのままでいい，と思っていても，他はどうだろうといったときに，他はできて

いないよねという話になったら，それでいいのかなと思ってしまうんです。だから，つ

まり，それが動かせる仕組みになっていないのではないかと。 

関 口 委 員： 一般化できない。 

田 中 委 員： そう。その一般化できないと言われる仕組みをもう少し考えておかなければ，どこで

も通用しないのではないかなというふうに（思います）。先日も，これから初めてやりま

す，という学校の委員さんたちが視察に来ましたが，そのときに，私たちはこういうこ

とをやっていますと話をすると，最後の感想が，「まだ何もやっていないところに行って

話を聞けばよかった」と言われたんです。（それを聞いて）漠然としました。私たちはこ

ういうことをやっているという事例で言っているけれども，初めてのところの人は，そ

んな話を聞くと圧迫感でしかない。あんなにやらなきゃいけないのか，となってしまっ

たので，失敗したなと私は思っていて。ですので，やはりそこはその仕組みをもう少し

詰めておくべきというか，長期的なスパンの中で仕組みはつくられていくのかなと思い

ますけれども，今のところはやらないと分からないので，取りあえずやる，失敗，また

やる，失敗みたいな繰り返しが大事かなと思います。 

平 尾 委 員： 僕も町内会の委員にもなっているんですけど，すばらしい町内会の事例を発表すると，

みんなが漠然としてしまって，うちは駄目だってなってしまうんです。正解を１個にし

てしまうと，それをみんな目指しましょう，できない人は駄目だ，という感じを受けて

しまうので，その仕組みも幾つかあるとか，もう少し細かく分けて，こういうことがで

きるといいよね，というメニューみたいにしておいた方が，本当はかかりやすいのかな

というのはとても思います。また，田中委員さんがおっしゃった，子供たちに役割があ

るというのも，とても大事なことだと思いまして，地域の困り事とか学校の困り事に対

して，そこにどういう人が関わり得るかといったことなど，入り口づくりが，今お話を

聞いて，役立つんだろうなというのを感じました。 

田 中 委 員： 野菜の余剰が出ました，それで困っていますということがあったときに，子供たちが，

「それ学校で売ればいいじゃん。」と。 

： 実際に実行しようという話までして，遠くにいる人にはどうやってその野菜を運ぶの，

と聞くと，「スクールバスに載せたらどう」って。話をどんどん進めていくことで，子供

のアイデアがまた広がることもあるので，大人がその受皿になることが大事なんじゃな

いかと思うんですね。大人が，こうしたらいいんじゃない，と言うのではなくて，受皿

になってやって，子供たちがそこでわいわいできる。それが大事なんじゃないかなと。 

平 尾 委 員： 大人にもちゃんと影響を与えたということや，社会にちゃんと貢献できたという実感

が沸くことで，自信もつきますよね。 

田 中 委 員： そういう意味で，うち（府中市）の学校はそんなに敷居が高くないと思います。 

 

松田社会教育監： 残念ですけれども時間となりましたので，ここでグループ協議を終了させていただき

ます。熱心な御審議をいただきまして，ありがとうございました。 

 本日いただきました様々な御意見をこの時間に共有することは残念ながらかないませ

んが，次回審議会までにまとめ，資料等に反映させていただきます。 

 また，資料の中に，別紙として「令和４年度第１回生涯学習審議会に係る御意見等に

ついて」というペーパーを用意させていただいております。本日いただき切れませんで

した御意見，御助言等ありましたら，御負担のない範囲で結構ですので御記載いただき，

６月末頃までに事務局までお送りください。 

 それでは，林会長へ進行をお返しいたします。 

林 会 長： ありがとうございます。 

松田社会教育監： 失礼いたしました。ここで西田委員におかれましては，次の公務の御都合により退席

させていただきます。ありがとうございました。 
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西 田 委 員： よろしくお願いします。失礼します。 

林 会 長： 短い時間でしたけれども，活発にいろんな意見が出たのかなと思います。みんなが育

てる，みんなが育つという，子供だけが育てられるのではなくて，子供も育っている，

大人もまた育っているという，そこのところがキーワードになってくるのかなと（思い

ます）。人材育成というものも，人材を育成するという方向で考えるのではなくて，人材

が育つ，育てるんじゃなくて育つという方向が要るのかなと。さらに，自分たちのやっ

ていることが，それが学びなんだ，学びにつながっているんだ，それが自分の学びでも

あるし，他者とも一緒になって学びになるし，他者の学びにも影響を与えているんじゃ

ないか。そういうふうなことをきちんとつかまえていくということが，生涯学習という

場面で大事になってくるのかなと思わされました。 

 それでは，最後に事務局から何かありますでしょうか。 

松田社会教育監： ありがとうございます。 

 それでは，次回の審議会について御説明をさしあげます。次回の審議会は，令和４年

９月中旬頃に開催して参りたいと考えております。委員の皆様には事前の日程調整等の

御連絡をさせていただき，開催日が決まり次第，改めて御案内を申し上げます。 

 次回の審議会では，本日の御意見等を踏まえた上で施策体制や具体的な提案について

改めて御提案をさせていただき，お諮りしたいと考えております。次回の審議会におい

ても皆様からの活発な御意見を賜りますよう，どうぞよろしくお願いいたします。 

林 会 長： では，以上で全ての予定の議事を終了いたします。 

 委員の皆様には議事進行への御協力ありがとうございました。 

 それでは，事務局にお返しします。 

松田社会教育監： 委員の皆様方には長時間にわたり，ありがとうございました。 

 これをもちまして，令和４年度第１回広島県生涯学習審議会及び社会教育分科会を終

了いたします。 


